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屋久島および白神山地の

世界遺産登録について

一
棚 壇

－世界遺産委員会に出席して

おだけんせい

小田謙成＊
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カルタヘナ，それは，カリプ海に面して位置し，毎年多くの観光客が訪れる美

しいリゾート地であり，スペインが，その植民地時代にこの地域に産する貴金属

などを積み出し繁栄した港町でもあり，当時の城塞，城壁などの建造物群が世界

遺産（文化遺産）に登録されている。そのコロンビアのカルタヘナで昨年12月，

熱帯特有の暑さという手荒い歓迎の中,第17回世界遺産委員会が開催された。コ

ロンビアは，近年，麻薬の生産に絡む抗争，都市ゲリラによるテロなど治安上問

題の多い国というイメージが定着した感があるが，今回の世界遺産委員会は，麻

薬王として世界中に知られている人物が会議の直前に射殺され,これに対する報

復ﾃﾛｶ磯れている中で行われたことから,会議場などの警備は武装した多数
の兵隊によって行われるなど厳戒体制の中での開催であった。

世界遺産委員会は,世界遺産条約の締約国が推薦している物件の中から世界遺産

(文化および自然遺産)を審査,決定することなどを目的として毎年行われているが，

今回の世界遺産委員会は,わが国が一昨年126番目の締約国となり,わが国を代表

する世界遺産として推薦していた屋久島および白神山地の世界遺産登録の審議が

行われることになっていたことから，登録の去就についてわが国政府はもとより，

国民の関心も非常に高まっている中で行われた｡わが国を含む21カ国の委員国や

多数のオブザーバーが参加し,マスコミも見守る中で,わが国が推薦していた屋久島，

白神山地の世界遺産登録の審査は,8日夕刻(現地時間)に行われたが,担当官から

両地域の紹介,評価に引き続き,特に白神山地について,遺産としての資質を保つた

めに推薦面積を拡張するなど日本政府は非常に尽力した旨紹介され，審議の結果，

満場一致で屋久島および白神山地の世界遺産への登録が決まり，ガラパゴス諸島

などと並ぶわが国初の世界遺産が誕生した｡今回は,自然遺産について11件が審査

されたｶﾐわが国の2件を含む4件の世界遺産の登録が決定したにとどまるなど非常

に厳しい審査であっただけに,屋久鳥と白神山地の登録の価値がいっそう引き立った。

屋久島および白神山地の世界遺産登録は，国有林野の中からの世界遺産の登録

であることなどから林野庁にとっても極めて意義深いことであるとともに，これ

らを人類共通の遺産として守っていく責務が課されたともいえる。筆者は，今回

の会合に出席する機套を得たことおよび保護林の設定・管理など国有林野におけ

る自然環境の保全の業務にかかわっていることもあり，屋久島および白神山地の

世界遺産登録について本欄を借りて記してみたい。

はじめに

*林野庁経営企画課

林業技術No.6231994.2



世界遺産条約とは,正式には,「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条

約」といい，1972年の第17回ユネスコ（国連教育科学文化機関）総会で採択さ

れ,1975年に20カ国の批准をもって発効した条約であり，顕著で普遍的な価値を

有する文化遺産および自然遺産の保護を国際的な協力，援助の下に図っていくこ

とを目的としている。具体的には，

①締約国は，自国のうちに存在する文化遺産及び自然遺産を認定し，保護し，

将来の世代へ伝えることが自国に課せられた義務であることを認識し，最善

を尽くす。

②締約国は，できる限り，世界遺産に登録することが適当であるものを世界遺

産委員会に推薦する。

③世界遺産委員会は，締約国の推薦に基づき，世界遺産に登録する物件を審査，

決定する。また，世界遺産の保護のために国際的援助を決定，実施する。

などとなっている。

なお，この条約にいう自然遺産とは，鑑賞上，学術上または保存上顕著な普遍

的価値を有する，特徴ある自然の地域，脅威にさらされている動植物の種の生息

地であり，主な自然遺産としては，エクアドルのガラパゴス諸島，オーストラリ

アのグレイI､バリアリーフ，アメリカ合衆国のグランドキャニオン，ブラジル，

アルゼンチンのイグアスの滝，タンザニアのキリマンジャロなどがある。

また，文化遺産とは，歴史上，芸術上または学術上顕著な普遍的価値を有する

記念工作物，建造物群，遺跡等であり，主な文化遺産としては，中国の万里長城，

エジプトのピラミッド，パキスタンのモヘンジョダロ，イタリアの旧市街，フラ

ンスのベルサイユ宮殿などがある。

世界遺産条約

3

第17回世界遺産委員会の模様（齢，コロンビア・カルタヘナ）
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世界遺産条約加盟
への道のり

屋久島および白神
山地の推薦

本年1月現在，自然遺産90,文化遺産305,自然遺産と文化遺産の複合遺産

16,合計411となっている。

わが国は一昨年6月末126番目の締約国になり（昨年末の締約国数136カ国)，

さらに昨年10月には，世界遺産委員会の委員国に選出された。世界遺産条約が

発効して以来20年近くが過ぎての加盟であったが，この間,森林の重要性が世界

的にも国内的にもいっそう認識されるようになった｡1980年には，「西暦2000年

の地球」が米国政府から出され，世界の森林の減少に対して警告が発せられた。

さらに,FAO(国連食糧農業機関）から，熱帯林の減少についての報告が出さ

れるとともに，1985年が国際森林年に決定され，森林の重要性が訴えられた。ま

た，1992年には，地球環境問題の深刻化を背景に｢環境と開発に関する国連会議

(地球サミット)」が開催され，将来にわたって環境を維持し，発展を持続させる

という持続可能な開発を実現させるための合意がなされた。この中で，森林分野

については，「森林に関する原則声明｣が採択され，世界の森林についての保全お

よび持続可能な森林経営に関する最初の世界的な合意がなされた。

このように世界的に森林の保全に対する関心が高まる中で，わが国の森林に対

する国民の要請も高度化・多様化し，林野庁においてもこれを踏まえ，国有林野

における自然環境の保全をよりいっそう重視した事業運営への転換を図った。

例えば，国立公園法などに先立ち大正4年に先駆的な森林の保護制度として発

足し重要な役割を果たしてきた保謹林制度を，知床や白神山地などの原生的な森
こた

林等に対する保護の要請に応え，国有林内における貴重な天然林等の保存を目的

として平成元年に抜本的に改正し，森林生態系保護地域などの7区分に体系整備

を行い，自然環境の保全をいっそう重視することとした。

さらに，平成3年には，国有林野経営規程を全面的に改正し，国有林野の有す

る諸機能のうち重点的に発揮させるべき機能に着目して，国有林野を国土保全林，

自然維持林，森林空間利用林，木材生産林に類型化し，それぞれの櫛眉の維持向

上を図るのにふさわしい管理経営を行うこととした。

このように世界的にも国内的にも，森林など自然環境の保全に対する関心が非

常に高まり，また，自然環境の保全に関する施策が充実する中で，世界遺産条約

への加盟が成ったのである。

本条約が国会で承認されて以来，林野庁としては，本条約に基づき義務づけら

れている国内の遺産の保護を担保できる制度（森林生態系保護地域制度，保安林

制度）を所管する立場で，保護措置を講じている物件の中から世界遺産に登録す

べき候補を選定し，条約の運営に積極的に関与していくこととし，自然公園等を

所管する環境庁，および天然記念物等を所管する文化庁と協力しながら推薦物件

の選定にあたった。この結果，国有林野の森林生態系保護地域の中から屋久島お

よび白神山地を推薦することとし，一昨年9月にわが国として世界遺産委員会に

必要な書類を提出した。

これは，屋久島については，世界的な動植物の移行帯に位置する湿潤気候下の

林業技術No.6231994.2



高山として，顕著な垂直分布や豊富な動植物から成る生態系が良好に保たれてい

る世界的にも数少ない地域であり，また，特異なヤクスギ巨木群を代表とした特

殊な植物相を有することなどからである。また，白神山地については，原生的な

ブナ天然林が大面積にわたって純林状態で維持されている世界的にも希少な地域

であり，ブナ林内には，多種多様な植物群落が共存し，かつ豊富な動物群が生息

することなどからである。

こうして屋久島および白神山地の世界遺産登録が実現したが，これは，わが国

初の世界遺産が優れた森林の中から誕生し，ガラパゴス諸島やグランドキャニオ

ンなどの世界遺産と並ぶ人類共通の遺産として価値が認められたということであ

り，わが国にとって，また，特に森林をはぐくんできた森林・林業に携わる人々

にとって，大きな朗報である。また，国有林野の中から世界遺産の登録が成った

ということは，国有林野においてはそれぞれの時代の要請に応え自然環境の保全

に努めてきたところであるが，その林野庁の努力が認められたということであり，

また，両地域を世界遺産たらしめている資質の保護を担保する制度として，森林

生態系保護地域という保護林上の制度が世界遺産条約上も高く評価されたという

ことでもあり，林野庁にとって非常に意義深いものがある。さらには，森林が世

界遺産に登録されたことにより，森林に対する国民の関心をいっそう高め，その

重要性に対する認識を深めたという意味においても意義を有するといえよう。

今回の世界遺産登録は以上のように価値のあることであるが，同時に両地域を

人類共通の財産として恒久的に守っていく責務が課されたということであり，林

野庁としても，森林生態系保護地域としての適切な保護・管理を関係行政機関と

連携を図りっっ，地元の住民はもとより，国民各層の協力を得ながら進めていく

ことが必要である。

現在，世界遺産の保護の状況が世界的に悪化しつつあり，その大きな原因の1

つは，観光客の無秩序な遺産区域への入り込みであるといわれている。世界遺産

に登録されるとネームバリューが上がることから，一挙に多くの観光客が訪れる
ぜいじゃく

ようになるといわれており，増大した観光客が脆弱な生態系などから成る世界遺

産の区域に無秩序に入り，生態系などに悪影響を与えるのである。オーストラリ

アでは，世界遺産登録後，観光客が6倍に増えた例も報告されている。

観光は地域振興上重要なことであり，世界遺産のすばらしさなどを知ってもら

うためにも推進される必要があるが，世界遺産の資質に悪影響を及ぼすものであ

ってはならず，世界遺産の保護と観光などを通じた地域振興を両立させることが

重要である。

このためには，現在実施している巡視，啓蒙活動をいっそう強化するなど世界

遺産の区域の保護を充実するとともに，遺産区域の外でヤクスギ巨木林や原生的

なブナ林を見ることができるようにレクリエーションの森などを設定し整備する

ことなどにより，遺産区域への観光圧力を減ずることが重要である。昨年5月の

IUCN(国際自然保護連合）による世界遺産審査のための現地調査において，

5

世界遺産登録の
意義

国有林の世界遺産
保護などに果たす
役割と課題
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おわりに

IUCNの担当官が，国有林野の自然休養林であるヤクスギランドを訪れた際，

ヤクスギランドは屋久島の自然を保護するうえで重要な役割を果たすであろうと

述べていたが，まさに，ヤクスギランドは1つの回答であるといえよう。つまり，

ヤクスギランドは，遺産区域の外に位置するが，よく整備され，また，ヤクスギ

を多数見ることができることなどから多くの観光客が訪れており，結果として，

遺産区域への入り込みを抑制し遺産の保謹に役立つとともに，地域振興にも貢献

しているのである。

このほか，生態系への悪影響をできるかぎり少なくするとともに入林者に自然

について学んでもらうため，ガイド付きで行ういわゆるエコツアーの検討など，

世界遺産を保護するためにさまざまな取り組みを関係行政機関とも連携しながら

検討する必要がある。

一方，世界遺産を保護するための取り組みには，相応の経費が必要となる。世

界遺産への登録が決定した両地域については，これまでも森林生態系保護地域と

して巡視・啓蒙活動などを行っているが，今後観光客の増大などが見込まれる中

で，いっそう巡視などを強化するとともに，森林の保全，歩道の整備，遺産地区

への観光圧力を減少させるため周辺のレクリエーションの森の整備などを積極的

に進めることが必要であり，そのためには，相応の費用が必要とされるのである。

現在，世界遺産に関連する一般会計からの特別会計への繰り入れは，森林生態

系保護地域バッファーゾーン整備事業などについて行われているほか，治山事業

によっても一部関連する森林の保全などの事業が行われている。しかしながら，

木材価格の低迷等国有林野事業を巡る情勢には極めて厳しいものがあり，また，

地球環境問題の深刻化などを背景に世界遺産の適切な管理などに関する国有林野

への要請は，今後ますます高まるものと考えられる。このような中で，これらの

費用負担のあり方は，今後の課題として検討していく必要がある。

今回の会合に参加して最も印象に残っているのは，わが国初の世界遺産登録と

いうことであったことから非常に大きな国民的関心を呼んだことである。これは，

わが国のすばらしい自然を人類共通の遺産として後世に伝えていこうという国民

の意志を表しており，林野庁としてもその期待に応えなければならない。

また，各国ともわが国の遺産条約への加盟および世界遺産の登録を非常に歓迎

していたが，これは，ともに手を携えて世界遺産を守っていこうとするわが国の

姿勢に対する歓迎であり，また，開発途上国などの遺産の保護の状況に対する憂

慮がある中で，森林などの自然環境の保全の分野においても相当の実績を有する

わが国の技術，および資金力に対する大きな期待の現れであると感じられた。

今回，屋久島，白神山地というわが国初の世界遺産が誕生したが，このような

国内や世界の大きな期待に応えて両森林生態系保護地域を適切に保護，管理して

いかねばならないとの思いを新たにするとともに，国有林野の適切な管理等の中

で得られた技術・ノウハウなどを，世界の自然環境を守るためにいっそう活用す

る必要性を痛感した。

＜完＞

林業技術No.6231994.2
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1．尾鷲林業の概要

尾鷲林業として知られる地域は，県都津市より120

km南方に位置し，紀伊半島の東部で熊野灘に面した尾

鷲市，海山町および紀伊長島町にまたがる1市2町か

ら成り,森林面積は40,730haである｡このうち民有林

面績は32,984haで，ヒノキ生産を主体とした林業地

である。

当地域は，暖帯照葉樹林帯に属し，往時にはシイ，

カシ，クス，タブ等の常緑樹を主体に，スギ，ヒノキ，

ツガ，モミ等の針葉樹と混生した大森林に覆われて，

｢木の国」（紀の国）と呼ばれていた。

現在の尾鷲林業の技術上の特色は,「ヒノキの良質心

持ち柱材」を生産目標に定め，体系的な労働集約型の

育林施業を地域ぐるみで実行していることである。具

体的には良苗を1ha当たり6,000本から1万本ぐら

いの密植で，下刈り，除間伐，枝打ちなどの手入れを

丁寧に行う施業である。しかも地域ぐるみで実行して

きたところに，先進地の名に値するところがある。も

う1つの特徴は，そのように育てられた木材が直接地

元の製材工場において，最高の役物商品として慎重に

製材加工され，すべてが製品の形で関東，中京，関西

へ出荷されていることである。

一方，尾鷲林業地の地質，土壌は表土が浅く，乾性

で恵まれておらず，林木の成長も他の林業地に比べて

劣っている。しかし，このことが年輪を緊密にして樹

脂分を含んだ材をはぐくんでいるのである。加えて年

間の平均気温が15.2℃という，ほとんど霜を見ない暖

かさと，平地でも年平均4,158nlmも降る雨の多さが年

輪の夏秋部材の幅を厚くし，尾鷲材に粘りと強さを与

えてくれるのである。尾鷲材が，「木材が硬く，木理が

精細で強度もあり，赤味を帯びた光沢は木肌を美しく

見せ，耐朽性に優れている」といわれるゆえんである。

2．人工林の起こり

尾鷲林業地は，他の林業地と異なり海に面して立地

している。しかも傾斜がきつい急峻な地形である。こ

写真･1概要図

のため農地はわずかで，ほとんど森林として利用され

ていたのである。また，海運を利用すると，大阪や江

戸への輸送も比較的容易であり，山の資源を利用して

薪,炭,木材の生産が早くから始められていたのである。

尾鷲で人工林がいつごろから始まったか，今のとこ

ろ正確にはわかっていない。しかし「続紀伊風土記」

は，寛永のころ（1624～43年)，奥熊野ではスギ･ヒノ

キの植林が始まり，年々盛んになったと述べている。

商品生産を目的とした造林が，当地方で始まったと考

えられるのである。

3．木材の生産

尾鷲地方は，豊富な森林に恵まれ，また海上を経由

して京，大阪，江戸に便利であったので，築城や社寺

の建築造船用材に利用され，かなりの人々の暮らし

を支えていたと見られる。そのころの対象木は天然木

林業技術No.6231994.2
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であった。その後,植林が盛んに行われ,1700年代と

もなると，人工林の杉植が主体となってくるのである。

スギ主体の生産で製品の種類も多様で，高伐期大径材

からの樽丸太や造船用材を相当含んでいるのである。

明治後期には，尾鷲港から積み出された木材はスギ，

ヒノキよりも，モミ，ツガ，トガサワラといった天然

材であった。木材運搬技術や施設が急速に進歩したた

め，奥地林の利用開発が進むとともに人工林地も拡大

された。

4．育林技術の確立と実態

(1)樹種

現在では，尾鷲林業といえばヒノキといわれるよう

に，ヒノキに徹し，密植，集約的施業，多間伐，短伐

期をその特徴と．しているが，歴史的にはスギの造林か

ら始まり，ヒノキをしだいに混植するようになってい

った。ことに1965(昭和40)年以降は，ヒノキ材価の

好況の影響を受け,新植の96％がヒノキで占められる

という状況で,現在では民有林人工林の91%がヒノキ

である。

このように，スギからヒノキへ樹種が移ったのは，

もともと尾鷲地方の山地はやせ地が多く，スギの造林

適地は少なかったので，人工林化が進むにつれてヒノ

キに変わっていったのである。

造林樹種の選定には，適地性のほかに最も考慮され

たこととして，木材需要の動向や価格といった経済性

も大きく影響を及ぼしているのである。

戦後，米ツガが大量に輸入されてスギ柱材と競合し，

南洋材からの合板はスギ板材の需要を奪ってスギ材価

格が低迷を続けるようになると，ひとり高値を維持す

るヒノキが，スギの適地にまで植えられるようになっ

た。植付け時の木材需要や市況力販穫時まで続くかど

うかは不明であるが，どうしても当面の景気に左右さ

れるのである。尾鷲林業がスギからヒノキへ転換した

のは必然性のある合理的選択であったが，現在は自然

の適地以上にヒノキ林化が進んでいる。

(2)下刈り

下刈りは植付け当年に1回,2～4年は2回,5～7

年は年1回，その後1年おきに2回,合計12回が標準

で，非常に丁寧に行っている。表土の流出を防ぎ，地

力を維持するためには，ある程度の地表植生があるこ

と力哩ましいが，刈り跡がきれいでないと納得しない

こと，林内作業がやりにくいことから丁寧に行ってい

る。海山町の林業家では，下刈り労働力の軽減，樹種

に適した薬剤の選択を行い，ヒノキ林におけるシダ類

林業技術No.6231994.2

|民有林の樹種別面積， 人工林ではヒノキが91％

写真･2樹種別面積

を対象に除草剤（タンデックス粒剤）の活用に取り組

み，夏場の労働強度の軽減を図っている。

（副枝打ち

育林方法の中で，戦後における最も顕著な変化が枝

打ちの導入である。密植により過度にうっ閉し，自然

落枝によって枯れ上がっていた方法から，人為的枝打

ちが一般的に普及し始めたのは昭和30年ごろからで

ある。

作業は，晩秋より初春までに行われる。第1回目は，

7～8年生,樹高3～4mの木に対して1.5mまでの

枝物を落とす。第2回目は同様にして9～10年生，4

~5mに対して2.5mまで落とす。第2回目以降は

主材まで残す見込みの優良木,ha当たり約2,000本を

選び，これのみ実施する。第3回目は12～14年生,6

~7mに対して4mまで落とし，元玉一丁を無節材

に仕立てるのが一般的である。しかし，長柱の無節材

を目標とする場合はさらに2～3回の枝打ちを行い，

8mの高さまで打ち上げる。近ごろでは,熟練の作業

員の不足から自動枝打機による枝打ちも一部実施され

ている。

牌)除間伐

除伐は植付け後10～15年生の間に2回実施する。

形質，生育の悪い木，被害を受けた木などを対象に，

ha当たり1,500～2.000本を除くの力癖準となってい

る。間伐は15年生から始めて，5年後ごとに弱度の間

伐を繰り返すのが標準である。一応の標準としては，

第1回目は15年生で間伐率は本数で23％・1,300本，

2回目は20年生で24％・1,000本,3回目は25年生

で25％・800本，4回目は30年で20％・500本，5
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近年は，造林費の高騰に対して材価

が低いため,短伐期45～50年から長伐

期（65～70年）への傾向が見られ，そ

の間は間伐収入により確保する考え方

が広がっている。また，短伐期から長

伐期への傾向が見られるものの，体系

化された育林技術に基づいてヒノキの

優良柱材が生産されており，当林業地

が今日その名をはせたのも，他地域に

例のない尾鷲地方の自然的条件に適合

した育林技術が広く普及していること

によるものである。

5．木材製品の種類と特徴

尾鷲林業は，ヒノキ心持ち柱材生産
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写真･3育林管理図

が密植による集約施業体系によって育成されていると

ともに，集材・搬出・加工と，川上より川下まで一貫

した体系で生産されている。その製品は単純で，主伐

木は心持ち柱材を生産し，間伐材では足場丸太を生産

している。最近は，枝打ちの普及によって間伐材を有

利に販売することから，ヒノキ磨丸太，さび丸太の生

産も増加している。しかし，近年は小径木対象林分か

ら中径木対象森林に移行している。

主伐木は，径級に応じて長さ3m,6mの10.5cm

角または12cm角の心持ち柱に加工される。末木は,心

持ちタルキとして6cm角に加工される。また，コワ材

(辺材）からは径級により造作材（長押，鴨居，敷居，

縁甲板等)，小幅板,野地板などを採る。特に柱材に挽

いたもので良質材の役物と呼ばれる柱のコワ材は，集

成材の化粧単板として利用されている。

足場丸太は，主に長さによって7m以上と5.5m

に，直径により太いもの細いもの，さらに直材，小曲

り，曲り，大曲り材に区分のうえ取引される。曲り材

と大曲材は主に杭材として利用される。

6．木材加工業と流通の現状

尾鷲地域の木材加工は大別して2つに分けられる。

その1つは，地域材を地元の製材工場が森林"南者か

ら直接立木で買い，加工する方法と，市場から原木を

購入して加工する方法に分けられる。

地元材を最も多く加工している海山町では，地域内

から素材を全幹材で集荷のうえ，最も価値のある材に

造材を行い製材するものである。製品の内訳は，材積

では柱角50％，造作材10%,板類25%,チップほか

15％の割合であるが，金額では柱材が8割を占める。

出荷先は市場により差があるが，全体的に市売8割，

写真･4森林組合'｣経木共販所（足場丸太と中径木）

回目は35年生で15％･300本,合計3,900本の間伐を

実施する。

密植，多間伐は当地の慣行技術であったが，戦後は

これに枝打ち技術が組み合わされ，密度管理はより複

雑・高度な技術となったが，最近では労働力の減少と

高齢化，間伐材の採算割れから，実行は遅れがちであ

る。間伐対策事業により実施されているが，十分とは

いえない状況にある。

(5)収穫

尾鷲林業の生産目標はあくまで「心持ち柱材」の生

産であり，柱角が可能な適寸に達したとき，従来は

45～50年であったが最近は55年以上が伐期となって

いる。尾鷲材の特徴は心材が赤味を帯びており，樹脂

分が多く，年輪幅が小さく強靭な立木となっているこ

とである｡50年生で1,000～1,100本,材積225nf程度

である。

林業技術No.6231994.2
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全幹で工場まで運撤した荷おろし風景

熟練した検尺人のきびしい目によって造材
される原木

写真･5全幹により±場へ運搬（上)，製材工場土
場において木材を見て造材する（下）

付売り，センター問屋がそれぞれ1割程度で，その地

域別は，関東50,県内20，関西10，中京20ぐらいの

割合である。

市場から素材を購入することが多い尾鷲市では，海

山町に比べ柱角の割合と関東方面への出荷割合がそれ

ぞれ10%程度多くなる。また最近では,松阪,関東で

は優良尾鷲材特別市を開催するとともに，特別コーナ

ーを設置してブランド化を推進している。また，地域

の製材工場は，小規模家内工業的なものは減少傾向に

あるが，地域材を立木買いにより直接購入する工場は，

最新の機械を導入して規模拡大を図っている。また，

尾鷲材を挽く工場は一般材の加工は行っていなかった

が，最近では役物を挽くとともに，並材を定堂継続出

荷するため高性能の機械導入も進んでいる。このよう

に，尾鷲市の木材加工業は，素材生産一原木市場一製

材加工一製品市場と機能が専門化されているが，その

原木供給となっている市場材は，奈良，和歌山県材が

林業技術No.6231994.2
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写真･6製品市場

約6割，隣接する熊野材が2割で，地元材は2割程度

となっている。極論すれば，尾鷲地域以外からの素材

は“尾鷲挽き材”であっても尾鷲材ではないことが，

地域材としての尾鷲林業の弱い点である。

これに対して海山町内では，立木から加工までの一

貫体制による製材品であり，原木市場の利用はあまり

ない。しかも立木の買い付けは地域材に限られるので，

尾鷲材として銘柄化されており，尾鷲市内の製材加工

業とは対照的である。もっともこの体制は，木材業者

との共存を図る目的で町内林業家が立木売りの対象を

町内業者に限っていることから，銘柄材として確立し

ているものである。

7．現在の林業振興策

尾鷲地域の林業振興は，各市町により「森林整備計

画」が策定されている。尾鷲市では，森林組合が旧町

村単位の5森林組合が2森林組合となり，今後は地域

林業の担い手として市町単位を超えた合併により強化

されることが望まれている。海山町では，平成4年度

より活性化林構の指定を受け現在実施中である。紀伊

長島町においても，活性化林構の指定を受けるため準

備中である。このような中で，当地域の包括的な振興

方向は，①優良材の生産増大，②高付加価値化，③収

益性の向上，④労働生産性の向上を図ること，であり，

このための重点施策は，①枝打ち，間伐励行，②森林

組合の育成，③林道，作業道の整備，④加工流通施設

の整備，⑤生産技術の高度化，機械化，が必要である。

そこで，尾鷲林業として維持発展していくには，当

地域が一体となった中での森林組合の取り組みが重要
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しかし，このような状況にあって，他の林業地と同

様に収益性の低下が問題となっている。密植による労

働多投型経営では，採算性が低下している。また，林

業労務者の高齢化と高度な技能を習得した担い手の不

足が深刻となっている。そこで，育林，枝打ち，間伐，

主伐の機械化が急務となっており，具体的には育林体

系の見直しが必要となっている。密植における下刈り

については，林業労働に当たって最も強度を要する作

業であり，自然との調和の中で§除草剤の活用にも取

り組んでいく必要がある。枝打ちは，心持ち柱材の採

取を目的とする尾鷲ヒノキでは最も労働集約的であり，

技術者不足と相まって，以前は見向きもされなかった

自動枝打機による枝打ちも進んでいる。技術に頼る技

打ちから，機械打ちに移行しつつある。

素材生産においては，技術者の高齢化，担い手不足

から従来は地元製材業者に立木で売却していたが，最

近一部先進的林業家が，植林から伐採搬出まで行う林

業事業体として高度技術者を養成するとともに，高性

能林業機械（タワーヤーダ，三輪式グラップル）を導

入して，伐採はチェーンソー，集材はタワーヤーダ，

整理積み込みは三輪式グラップルの生産体系によって

生産を効率的に行い，コストダウンを図り，有利販売

を行っている。今後は，労働者ではなく技術者として

雇用の安定を図り，地域産業としての林業を確立すべ

きである。

製品の加工・販売では，関東をはじめとする各市場

において，尾鷲材の銘柄を維持発展するためには多量

の材を域外から集荷し，需要に勝る製品供給を維持す

る必要がある。そこで，材質は自然条件に左右される

ものであり，地域の材との均一性をいかに保つか，ま

た市場における銘柄材の確保をするには，今後地域と

しての品質，規模，格付け，乾燥，適寸の撤底などの

確立と，意識の高揚が重要である。このことが，今後

続くと思われる尾鷲林業の発展の基になると思われる。

（くぜけんいち・三重県林業技術センター）

写真･7タワーヤーダによる集材

であり，平成6年度の広域合併に向けて進行中である。

尾鷲ヒノキの銘柄維持のため，間伐の促進はなかでも

重要であり，各種施策を総合的に行うこととしている。

その中で，尾鷲市では作業道整備の促進と合わせ，間

伐材搬出機械の導入により効率化を図っている。また

尾鷲木材協同組合では，尾鷲ヒノキ柱材の銘柄維持の

ため木材乾燥施設を導入し，協同利用による高品質の

確保を図っている。海山町においては，森林組合によ

る小径木市場が稼働しており，月2回の市売によって

間伐材の販路拡大に努めるとともに，平成5年度には

間伐材を利用した丸棒加工の施設整備を図り，今後ま

すます増加すると思われる間伐材の利用拡大に取り組

んでいる。また，森林組合が地元木材協同組合と協定

して柱材の乾燥を行い，製品の品質の確保を図ってい

る。一方，地域林業の担い手対策として，地域材を安

定供給するために森林組合では，高性能林業機械（タ

ワーヤーダ，三輪式グラップル）を導入して木材生産

の安定化と林業技術者の養成を図っている。

近い将来，激化が予想される国産材の産地間競争に

備えて，育林から製材加工，販売に至るまでの品質の

向上と安定供給体制づくりに，地域一体となって努力

しているのが最近の傾向である。

8．尾鷲林業の課題と展望

尾鷲林業が，気象的・地理的条件からヒノキの密植

による優良柱材の生産に専門化したことは，日常的条

件に適合した合理的な技術選択であったと思われる。

それに加え昭和30年以降の林業は,外材の輸入が増加

するにつれて外材主導の木材需給となってきたが，ヒ

ノキについては競合する木材種も少なく，高価格で推

移したことから経済的にも恵まれており，労働集約的

な施業を確立したのである。
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1．はじめに

アテは「石川県の木」である。有名な青森ヒバと同

類のヒノキアスナロに属し，石川県においては｢アテ」

と称され広く親しまれてきた。その主産地は能登半島

である。耐陰性の高いこの木特有の特性を生かし，私

たちの先人たちが，この地域特有の階層林仕立てによ

る択伐林経営方式を案出した。しかし，いずこも同様

な今日的林業事情の現実の中で，先人の案出した英知

の複層択伐林も山離れ傾向とともに，枝打ち等の保育

管理の不徹底で下木が枯死し，一斉林化の傾向が目立

ってきた。

そうした現実の中から，もっと説得力のある有利な

経営，夢の持てる経営の在り方を求めて試行錯誤した

中から実縦を取りまとめて，私見を交じえた中間報告

としたい。

2．別称「嫁起こしの木」

アテは「石川県の木」であるとともに，杉と同様に

石川県の主要造林木である。この木の持ち味をひと言

で表現すれば，「耐える力に富んだ木」だと言い切れ

る。つまり，北陸の風雪に耐え，日陰に耐え，やせ地

や乾燥地にも耐え，材は耐湿性に富み，白蟻に対する

耐虫性はすこぶる高い。そのような特長を持ち合わせ

ているのが「アテ」である。この耐陰性の高い特性を

生かし，今，複層林づくりの下木植栽樹種として評価

されている。こうした耐える力に富んだこの木が,「嫁
ゆえん

起こしの木」といわれる所以を簡単に取りまとめてみ

ると次のようになる。

戦後の燃料革命までアテの主産地の能登地方におい
いろり

ては，農家の居間には「囲炉裏」があった。その囲炉

裏は暖をとる場であるとともに一家団らんの場であり，

ものの煮炊きをする場でもあった。その囲炉裏に使わ

れる燃料として，アテが必要欠くべからざるものだっ

た。伐採木や枝打ちされた枝条は，棚積み乾燥され，

農家の重要な燃料源であった。

このアテの枝条は燃焼時に，含有成分の関係で「ジ

林業技術NO.6231994.2

リ，ジリ’ジリー」という実に高い特殊音を発する。

燃え盛ってくるとさらに，その音に「パチ，パチ，ト

ーン」という特有の燃焼音力功nわる○今はもう懐かし

い音となってしまった。

今も昔も，朝早くから目覚めるのは嫁さんよりも姑

さんのほうである。姑さんが先に早起きして，アテの

枝条を燃やすとその特殊音で嫁さんが目覚める。表現

を変えれば，その燃焼音が嫁さんへの起床の催促音と

なるので「嫁起こしの木」と言われた所以である。こ

うしてアテが,広く能登の人々に親しまれ愛され，長

い歴史の中ではぐくまれてきた。

3.rアテ」のルーツ

現在，自生在来説と移入渡来説がある。移入説を立

証するものとして’約400年生といわれる通称「元祖

アテ」と称される古木が2本，能登の旧家の裏庭に現

存する。また一方，在来説を証するものとして，アテ

の天然林が現存することと’さらに，元祖アテと全く

外観も材質も違う異系統のものが幾種類も存在する。

こうしたことを踏まえて考察するに，いずれの説も正

しいのではないかと思う。そうした多くの異系統の品

種の中から，それぞれの土地特有のものを育て，残し

てきたのではないかと思われる。

また，今日のアテ林業の基盤形成の要因として，現

在の輪島漆器との関係も無視できない。かつて，輪島

漆器の販路が拡大され需要が増大したとき，輪島の塗

師屋さんたちが必要な木地用材確保のため山林所有者

の林地を一定期間借り受け，そこで材の手当をしよう

と試みたことが歴史上残っている。それは天明時代で

あり，それをr年季山制度」という。しかし，塗師屋

さんたちも長い歳月の積み重ねとその問の投資に耐え

かねて，この試みは長続きしなかった。その代案とし

て’青森営搾箸に請願書を出し，材の払い下げを受け

ている。それほど漆とアテ材は親和性の高い関係にあ

る。ところが最近，代替品の進出等でそうした過去の

緊密な関係もあやしくなってきた。



100年くらい前に，先進林家が安定したアテの需要

に期待し，その育成に力を込め，林地での直ざし造林

や苗畑さし木育成方法を案出した。結実性の極めて低

い木なので，実生育苗法は今日に至るまで確立してい

ない。

耐陰性の高さにおいては，国内における針葉人工造

林樹種中最高のものであろう。その特性を取り入れ，

複層林や択伐林が形成されたのである。能登の限られ

た半島という狭小の土地を有効に，合理的に立体的に

活用する手法である。アテに関する前置きが大変長く

なりすぎたのでそろそろ本論に入る。

4．現実の実態

ご多分に漏れず，今林業を含めた第一次産業は，内

外の厳しい事情により苦境に立たされている。まさに，

｢農林業よ’いずこへゆく」の感の今日このごろであ

る。若者の第一次産業離れの傾向は，日本のみならず

文明先進国共通の課題らしいが，若い意欲的な担い手

が後に続かないような職業がいったい「業」と言える

だろうか。これまで，それ増産だ，拡大造林だと攻め

の施策から量より質へと。さらに，合理化，多角化で

守りの姿勢へ戦略転換せざるを得ないのが一般的現実

である。それがやがて消極姿勢に変じ，だれもが自信

と意欲を失い，展望が持てなくなってきたとの「嘆き

節」が出る始末である。待っていても，どこからも満

足できる対応策も解決策も出てきそうにもない。今，

｢林業離れ現象｣が，そうした1人1人のあきらめ感覚

の中ですくすくと成長している。これが偽りない日本

全国共通の現実の姿である。

第一次産業はダメだとの否定的論理が，世上に強調

されている現実を直視しながら，私はもう少し気長に，

ゆったりとあせらずに，明るい方向に視点を向けてア

テ林業にこだわって生きてみたい，と考え続けている

者の1人である。

以下，私の実践結果を取りまとめて，その中間報告

とし，読者の御擬察と素直なご意見を賜れたら幸いで

ある。

5．－世代一伐期柱材生産林業の確立

一小規模日曜林家のために－

これまで能登地域の林家のだれもが，アテ独特の特

性を高く評価し，親しみ，特別な愛着感を抱いてはぐ

くんできた。が，ご多分に漏れず，昭和50年以降だれ

もが山から足が遠のき，保育管理の十分行き届かない

山が増えだした。

アテにおいても，せっかく形成された階層林や択伐

13

林も枝打ち，間伐が行われず，下木は枯死し，下草の

生えない一斉林化の傾向がうかがえる。山林収入への

依存度が下降傾向だったところへ,平成3年9月27日

から28日未明にかけての台風19号の激襲，大惨事で，

林家の生産意欲はさらに減退した。

能登の林家も山林所有規模は全国傾向と同様!,5ha

未満の人たちが大半である。小規模層は小規模層の施

業方法があってよいはずである。ところが今日的育林

方法は，規模の大小も複合経営との関係も無視された

単一技術的傾向である。

そうした観点から，小規模経営者は雇用労務に依存

することなく，たとえ兼業の形でも，日曜林家として

成立するアテ造林の在り方を,私の38年間の林業との

かかわりの中から，独自の手法で取り組み，試行を重

ね，目標に近づきつつあるのでその一端をご紹介する。

それは差し当たり，アテの「柱材生産」に焦点を合わ

せてある。

林業は伐期が長く，投資ばかりの連続で，換金性が

低く収益性が悪いのが林業を敬遠する根本理由である

ことは，いまさらあらためて申し上げるまでもない。

そこで私は，これまでの柱材の生産期間(60年以上）

を何とかして短縮できないかと考えた。もし短縮可能

とすれば問題点はあるか否か。長いといわれる伐期ま

での間に，何かよい中間収入を得る方法がないかどう

か。あるとすれば，だれもが無理なく導入できる技術

として安定したものでなくてはならない。これらを考

慮しつつ，「アテさび丸太」の生産と「空中取り木苗』

の生産に取り組んでいる。

（1）一世代一伐期柱材生産目標

アテは初期生育の非常に遅い木であり,樹高2mに

達するのに7～8年以上を要するのが一般林分の実状

である。結果的に,直径20cmの柱材生産に要する期間

は60年以上である。60年以上の歳月の積み重ねとは，

二代にわたる，ということである。

伐期を短縮すれば，おのずと成長量は多くなるが，

年輪幅も広くなり問題がある。よく観察するとアテの

初期生育の悪さが伐期を長引かせている点に気付き，

もっと最初から平均的に成長させながら伐期を短縮し

たらどうだろうかと考えた。具体的対策として取り組

んだ方法は，まず大苗の自家生産である。そして大き

な植栽穴を掘り，ていねい植えをすることに徹した。

さらに，初期肥培も徹底した。その理由は，私の住

む地域の林地は元来，天然アカマツの自生する非常に

土地のやせた，地味の悪い所である。それに加え，多

林業技術No.6231994.2
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図･1主木，副木，成長関係予想模式図

注）上記記敬の樹高(m)および直径(cIII)は平均値である。植栽後，
主木が3mになったら伏条取り木法により副木づくりをする。

写真．lアテ28年生三段林林分写真畷，子，

孫と三代共存） 伐採し,10.5cm角の柱材として製品化してみた。すべ

て3面，4面無節材をとれることが立証された。あと

10年後が期待され，楽しみなしだいである。

アテという木は，再三申し述べるように，非常に耐

陰性に富んだ木であるので，その特性を応用し，主木

(植栽時の親木)が3mになりしだい,独特の方法でそ

の地際部のしっかりした枝を地面に接し，伏条取り木

をする。伏条取り木されたものは，地際部から発根し，

1～2年でしっかりとした独立木として芯立ちする。

こうして親木のそばで子供が寄り添って仲良く共存す

る。その間の下草刈りや保育管理面において重複管理

でき，省力化も図れる。

次に，主木と副木の成長関係を予想模式図化したも

のが図･1である。現在のところ，予想どおりの順調な

成長成果が得られている。この成長過程から下木の成

長予測をすると，主木の15年遅れの数値となる。ま

た，現実林分も計画を下回っていない。つまり，主木

を40年で伐採し，その15年後に副木が伐採可能とな

る。こうした実証が確かなものとなれば，通算，55年

間に2回伐採できるのである。55年÷2回で，一伐期

が27.5年となる。昔から，一家の｢主の座｣は大体30

年くらいのものだとされてきた。自分一代で伐採可能

との論法が成り立つので「一世代一伐期林業」と命名

したしだいである。

こうした複層林型択伐林において，路網密度の高い

ことが前提条件であることはあらためて申し上げるま

表｡1－世代一伐期柱材生産林業におけるアテ成長見

込み予測表

雪地帯というハンディもあるので，目標達成のための

肥培は，当然避けて通れない道程である。

毎年，平均的に2.5mmずつの肥大成長が可能であ

れば，直径が5.0mmずつ成長するわけである。つま

り，40年たてば,20cnlの材が生産可能であると考え

た。10年ごとの上長成長量と胸高直径の肥大成長量を

積み重ね,40年伐期という目標設定を行ったのが表･1

である。30年前に，こうした将来に夢の持てる林業の

確立を目標に,いろいろな現状分析の中からこの40年

伐期の可能性の可否に挑戦したしだいである。

結論を申し上げると，十分可能だと言ってよい。昭

和､39年植栽林の現在の実績は，28年生の現時点で30

年生の目標に達している(具体的数値割愛)。40年伐期

の柱材生産は3mないし6m材で712cm角を前提に

しているが，その中で特に成長の良いものを試験的に
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林齢

(年生）

1～10

11～20

21～30

31～40

上長成長量（樹高）

年成長量

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

４
４
４
４

０
０
０
０

樹高

ｍ
ｍ
ｍ
ｍ

４
８
２
６
１
１

年輪幅（胸高直径）

3.5mm

3.0m

2.5mm

2.0mm

胸高直径

6～8叩

叩
叩
叩

４
９
３

１
１
２

一
一
一

２
７
１

１
１
２



図･2アテ空中取り木苗の作り方

①空中取り木は樹齢15年生以下の木を選び,樹高1.5m
以下の枝を利用する。

②はく皮する枝の部分の前後15～20cmの葉を作業がし
やすいように取り除く。

③はく皮は輪状に行い，枝の直径の1.0倍程度とする。

④残皮があれば発根が不十分となるので，完全にはく皮
を行う。

⑤水を十分に含んだ「ミズゴケ」を両手で絞り，握りこ
ぶしくらいの大きさにして，はく皮部分の切り口を包

むようにして取り付ける。

⑥だんご状に取り付けたrミズゴケ｣を市販ポリ袋(12#）

で巻き付け，両端をビニールひもで1回だけ結び固定
する。

利点：①短期間（約5カ月）で山行苗の生産ができる，

②規格の統一された苗が生産できる（望みの規格で生産

できる)，③植栽後の活着が気候に影轆されにくい，④苗
畑が不用で，作業がやさしくだれでも生産できる。

でもない。3面，4面それぞれの無節材の材価がどれ

ほどかを各自の地域の実例で，スギやヒノキ材と比較

検討願いたい。

以上が，私のこれまでの実践例とその実績である。

もちろん，年輪幅の均一な良質大径材の長伐期林業を

否定するものではない。が，小規模所有者はそれなり

の応分の考え方と取り組み仕法がなくては,r鵜のまね

をする烏｣になっては悲劇である。たとえ伐期が40年

であれ，27．5年であれ，決してそれは短いとは言えな

い。また，その間の中間収入源がないと，なお長いよ

うに感ずるのが人の常であろう。そこで,「アテさび丸

太生産」とrアテ空中取り木苗」生産方法で中間収入

策を取り入れているので，その要領について概略説明

をしたい。

15

池

写真･2空中取り木苗の根系状況（ビニールの中いつ
ぱいに発根）

丑諦

を、

写真･3空中取り木苗（5カ月で完全発根，
山出し苗となる）

（2）空中取り木法による苗木育成

空中取り木とは耳慣れない用語であるが,，これは，

これまでだれもが園芸用花木類で行っていた高取り木

法のことである。ただ造林木に本格導入した前例はな

いかもしれない。それを「空中取り木法」と呼んでい

るまでのことである｡林齢7～8年生から15年生くら

いの母樹を対象とし，地際部から1.5mくらいまでの

部位の適当な着生枝に「ミズゴケ」を付着し発根させ

るのである。

実施時期は,樹液の流動期ならいつでもよい｡4～9

月ごろまで行えるが，7月以降になると発根本数が減
やまゆgなえ

少し，年内で山行苗とはならず，そのまま1年おいて

翌年出荷となるので，なるべく4～6月までと考えて

林業技術No.6231994.2
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おいたほうがよい。

●空中取り木苗生産成功の3大ポイント

①輪状はく皮幅を15cmくらいとする（狭すぎると

カルスが接着し発根せず，広すぎると発根率が悪く，

木が衰弱する)，②輪状はく皮時に軽く樹皮を切断し，

樹幹部を深く傷つけないように（形成層まで切れると

それで十分，深く切り込むと風などで折れることがあ

る),③使用ミズゴケの水分はしっかりと絞り切ること

(はく皮したので傷口に水分補給したいのが人情だが，

それは逆効果となる)。

以上の3点を厳守すれば99％以上の成果が納めら

れる。同一林木から毎年，または隔年に行える。私は

連年実施している。アテは枝数の極めて少ない木だが，

その木一代から30～50本くらいの苗木が苗畑不要で

生産できる。

苗木規格により1本当たりの単価は異なるが，1本

の親木一代から5,000円前後の収入が得られる。1本

の親木から，こうした収入が得られるといっても半信

半疑で信じられない方がいるかもしれない。

この要領はスギの場合においても応用できる。最近，

複層林育成で樹下椎職が脚光を浴びているが，私はこ

うした条件の悪い所に権我する場合は，努めて大苗を

使っている。これだけの収益が上がれば，造林費用は

十分賄える。ここ数年来，能登方面においても空中取

り木苗育成が普及してきた。

（3）さび丸太の生産とその要領

スギやヒノキのさび丸太同様，古くから数寄屋彊蘂

に使用されてきた丸太である。梅雨期にアテを伐採し，

樹皮を除き，一定の管理をすれ倒謝肌一面に小さな黒

い斑点が発生する。1カ月もすれば，それでさびの発

生もやみ，原木も乾燥し出荷できるようになる。

①元口径13～14cm,末口径7～8cnl,長さ3mの生

枝着生の直材を伐採し，すぐ，はく皮する，②時期は

当地においては6月上旬が適期，③初発生が見られた

ら，すぐ反転する。④降雨時の泥の跳ね返りのないよ

うに台上げし，ナメクジなどに注意する。

成功のポイン1,は日陰に置かないことである。これ

を守れば大概成功すると思う。

販売価格のことまで申し上げるのもどうかと思われ

るが，良品であれば1本6,000円となる。もちろん，

もっと長材となればおのずと単価も異なって有利とな

る｡収穫予想模式図の林齢25年生のところを見ていた

だくと，その時点の胸高直径は14cmである。現実林分

においても，20～25年でそれが可能であることが立証

写真･4アテさび丸太はく皮直後の写真(生き節着生状態）

雛
断

§
§

鶏
ｰ竃

写真･5アテさび丸太生産（2週間後にさび均一発生）

されている。ちなみに，先述の空中取り木苗を生産し

た原木と，さび丸太原木は同一原木でよいのだから，

双方の収穫益は1本当たり10,000円以上になること

がご了解いただけたと思う。

これが私のこれまで取り組んできた実績の中間報告

である。

6．結びにかえて

農業も林業も，良いのも本当，悪いのも本当。展望

の持てるのも真実，持てないのも真実であろう。ただ，

生産意欲を失い，嘆き節のみに力を込めていては展望

など生まれてくるはずはない。自分の所有規模の零細

さを嘆く前に，与えられた規模の有効活用策が考えら

れないだろうか。

林業専門書のページをめくれば,その単位面積がha

(ヘクタール)で表現されている。日本の大方の階層は

5ha以下なのである。大規模な｢ヘクタール感覚から

10アール感覚の発想」に変えてみたらいかがなものだ

ろうか。毎年10a(1反歩）ずつくらいなら，日曜林

家としてけつこう集約管理を兼業の中で構築可能だと

考えられる。これが私の体験を通した結論である。

（いししたてつお・石川県指導林家）

林業技術No.6231994.2
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1．西川林業のあらまし

武蔵野が果てる埼玉県の西南部，奥武蔵と呼ば

れる地域が西川林業を形成する森林地帯である。

飯能市，名栗村を主に，2市2町1村の5つの行

政区から成る21千haの小さな林業地帯ともい

える。地域を荒川の支流名栗川（入間川)，高麗

川，越辺川の3川が東南に流れ，それから多くの

支流が分岐して，小さな谷をつくっている。

気候は温和で，年平均気温14･C,年間雨量は

1,700～2,000mを測り，春先に時折雪害が発生す

る。昭和61年には春の豪雪に見舞われ，まれに見

る被害をもたらした。また台風禍も，年により大

きな災いを伴うことがある。土壌は埴壌土，礫質

壌土等から成り，秩父古生層といわれ植生も豊富

で，杉桧の生育に適している。標高は秩父地域に

接する西部が高く(500～1,200m),東部の低山地

帯に至り平地部に接している。

西川林業の歴史はまだ未解明の部分が多く，造

林の歴史的裏付けも十分でないし，人工林の発生

をいつごろに規定できるか断定はできない。それ

でも江戸中期には，良材の産地として江戸で評価

されていたようで，高値で取引がなされたと記録

されている。現在推定されている，江戸初期から

造林が行われ，300年の歴史を持つ林業地という

こともあながち誤りではないと思う。それだけに，
ひだ

長い歴史の中から生じた裳のような明暗とか，強

弱などが入り交じって，林業に，より複雑な課題

をもたらしている。

歴史があるばかりでなく，生産される木材の材

質は確かに優れている。江戸のころから深川の木

場筋をはじめ，木材関連からその材質を一様に評

価されていた。それは保育によってもたらされた

良質材ではなく，気候，風土などの自然環境がつ

くり上げた良質材であって，西川地方が杉桧の適

地であることを裏付けている－保育技術によ

る無節材の生産は昭和になってからのこと－。

西川林業地は，また東京とその周辺都市に隣接

する典型的な近郊林業地といえる。道路も比較的

整備され，鉄道もJRと私鉄が2線入っているか

ら，都市への通勤はどこからでも自在になってい

る。しかも都市には会社や事業所が数多くあって，

勤め先には事欠かない。そのうえ林業木材業に働

くより収入も多く，保障も整っていた｡昭和30年

代の後半から，西川林業地の働き手は水が引くよ

うに山を去っていった。その激減ぶりは，山村地

域で例を見ないほどの異常な出来事であった(表・

1)。近郊林業地の宿命であったかもしれないが，

林業経営の基本である労働・雇用の問題に，西川

地方の林業関係者がいかに手をこまねいていたか

がわかる。西川林業という歴史の中の，習慣，伝

統，しがらみにドップリとつかっていた林業者の

怠慢だったのか，西川の小面積所有の形態とか，

表･1西川地域林業専業労働者数（労働者数：人）

区分’'70年センサス''80年センサス''90年センサス

飯能市

日高市

毛呂山町

越生町

名栗村

禍
一
２
－
柏

９
２
７
１
０

塑
２
３
９

６
２
５
０
６

５

２
５

西
川
地
域

■

計’399 139 35

注）林業専業労働者：年間150日以上雇われて林業に従事した
者一入間の林業統計(S.63年度版!,H.4年度版）より

材諜技術No.6231994.2
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写真･1西川の森林

地域性等によるものなのか即断はできない。

近郊林業地としての西川林業を支えていたのは，

筏流しの運材だった。それも大消費地の江戸と直

接川で結ばれていたため，さまざまの注文を受け

出荷していた。

「西川材江戸までの五日の筏唄」廠能かるた）

のように，交通車両のなかったころから，江戸へ

は筏で5日，歩いて1日の行程だったという。林

業地として江戸までの至近距離が，往時，西川材

の繁盛をもたらしていたようだが，現在は首都の

通勤圏ということで労働力の流出を加速し，都市

型の生活へ移行を早める等，林業には負荷要因に

さえなっている。

2保育の1「ほっかけ」

西川林業は，ひと口に言うと労働力多投型林業

だといわれていた。確かに1本1本を丁寧に丁寧

に植え，育て，切る林業であった。遠い過去は明

らかでないにしても，私たちに伝えられた明治以

降の育林・伐出の技術は，惜しみなく人の手を加

えた育林であり伐出だった。

その一例として「ほっかけ」（掘り掛け？）とい

う保育の手段がある。直材を得ることと，畑作の

中耕に似た作業である。西川では，造林後3年目

の苗木を曲げたら通直な材は得られない，という

不文律のような伝えがあって，根曲りにしないよ

うに努めた。それと根張りを良くするための効果

と両方をねらった作業として，植栽した翌年の造

林苗の根元を唐鍬で耕し，苗木の上部の土を下部

に寄せてわずか盛り，それを下部から踏みつけて

林業技術No.6231994.2

おく作業を行った。これを「ほっかけ」と呼び，

造林苗の生長を良くしながら，根曲りをつくらな

い効果をねらった作業だった。通直な材に育てる

ことが基本だった（現在でも変わりない）篤林家

は，競って「ほっかけ」を行った。これには植栽

と同じくらいの労働力を必要としたので，現在は

全く忘れられた，もう実行不可能な保育作業にな

ってしまった。

「ほっかけ｣は，その効果は別として，人と苗木

との対話ができるまたとない機会だった。1本1

本の苗木の様子を確かめる，いかにも西川地区ら

しい作業だった。

3．保育の2「下刈り」

下刈りについても多くの労力を投じた。西川で
あい

は下刈りを「合刈り」とも呼んだが，古老から言

われたのは，草丈が苗木の高さになったら刈れ，

刈株はいつも地際から低く刈れ，刈った草は根が

乾かぬよう苗木の周りに置け，刈り終えて山を下

りるときは，苗木に巻きつくツル草が切られてい

るかどうか確かめながら下れ。これらを繰り返し

注意されて，下刈りの技術を体得したc行程は1

人10aが標準で，年に2回行うのが普通だった。

しかし草木の旺盛な林地は，年に3回の下刈りを

行った。

下刈りは10年生くらいまで，12～15回くらい

行っていたようで,ヘクタール当たり120～160人

くらいの労力をかけた。これは国有林の2.5～3.0

倍くらいの人数で，「林業技術史」（第1巻地方林

業編上，青梅･西川林業技術史）によれば，「他に

ほとんど類をみない……多量の労働量投下……」

と記されている。

ほかの保育作業にも多くの労働力を投下して惜

しまなかった。そのため生活は切り詰め，また養

蚕，養豚などの収入で補完して，山へかける林家

もいた。

4．立て木

西川林業には立て木の習わしがあって，多くの

林地に保残木が残されている。立て木がいつごろ

から残されてきたのか不明だが，主伐時に取られ

る手段として，昔からの習わしになっている。当



写真･2立て木の保謝犬態

然，後継者には大きな恩恵になっている。

かつて西川林業は，短伐期を繰り返していたと

いわれてきたが，大径材の需要もあり，これにこ

たえるためには，高齢樹，大径木も必要だったと

思う。また，狭い林地の立体的な有効利用も考慮

してのことだったのか……。いずれにしても200

年以上前から立て木の保残が行われていたのは確

かである。残存数は決まりがあるわけではなく，

条件のそろった林地で，優良木があって，経済状

態が許せば本数も多かった。ただ優良木だから残

す，という単純な発想だけではないようで，下木

のこと，周辺の状況など熟慮して残したことがう

かがえる。

西川地区でも戦時中から戦後にかけて，木材の

供出割り当てによる伐採が多かった。立て木もか

なり残されたが，その後の台風や雪害で多くに被

害を受けた。戦時下の手の少ないとき，しかもあ

まり考慮しないで保残木をただ残したのか，吟味

検討が足らなかったようだ。立地条件が劣れば，

形質が優れた立て木でも長期にわたって風雪に耐

えることはできない。西川の先人は，それを適確

に見通して立て木を残してくれた。これも山造り

の優れた技術だと思う。

昨今全国の林業地で，複層林が注視されている。
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当地域でも何カ所か，その造成が始まっている。

立て木がその先駆けなのか，警鐘なのかわからな

いが，いずれにしても，先人の立て木の保残に学

ぶところが多いと思う。

5．注文材

近郊林業地として，また集約林業地としての西

川地区には「注文材」と呼ばれる，立木・素材の

販売方法が定着している。市場でも問屋でも得が

たい材，また急を要する急ぎの材などは，林地か

ら直接，特別に調達しなければならない。これは

意外に多く,･橘苣材から造作材まで多岐にわたっ

ている。近くで多様な材種が調達できる林地は西

川林業地，ということが，長い取引習慣で定着し

ている。発注者にも喜ばれるし，当然価額も高い

から林家にもありがたい注文で，万難を排して調

べ，販売できるように努めている。林家によって

は，全収入の70%以上をこの｢注文材｣で売って

いる人もいる。

長期間木材価額が低落している中で，「注文材」

も減っていることは事実だが，西川林業地は，か

ろうじて注文材販売でしのいできたと言ったら過

言か。西川の中でも，継続して林業を営んでいる

林家，篤林家と呼ばれる林家は多少の差はあって

も，この販売手段によって収入を得ている。この

販売方法にも問題点もあり，どこまで続けられる

か不明だ力苫，近郊林業の持ち味として活性化して

いきたいと思う。

話題がそれるが，西川の森林は成林してもやや

密で，間伐の手遅れが目立ち，林内が少し暗い感

じがする，という指摘を受けている。確かに間伐

は弱度で，立木数が多いと思う(図・1)。これは施

業の遅れも，仕立て方の地域性・趣向もあるだろ

うが，「注文材｣で求められる多様な立木をそろえ

ておきたいことが，その根底にあるためだ。いつ

でも，どのような注文にも応じたい，願望のよう

なものが西川の林家にはあるのかもしれない。

以上，思いつくままに西川林業の内奥に触れて

みたが，まだいくつかの特色もある。例えば，品

種へのこだわりのないこと，枝打ちのこと，植え

林業技術No.6231994.2
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流出の根幹は材価にあると

しても，近郊林業地の労働

力の確保は，おざなりの対

策では一歩も進まない。給

与の水準も低く，厳しい労

働条件を承知で，なおかつ

林業に入ってくれる若者が

今なら何人かいる。しかし，

現在の西川林業の民有林の

経営状態では，若者を雇い

入れて，継続勤務させる労

務管理はまず望めない。

西川林業地の中で例外と

言える一例がある。東吾野

森林組合の労務管理である。

同組合も8年ほど前には山

の働き手がなくなる状態で

あったが，組合は命運をか
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林齢(年） あったが，組合は命運をか

図｡lスギ有名林業地の林齢と本数密度（地位2等地） けて給与の改善，福利厚生
〈日本林業調査会発行『間伐のすべて』坂口慶窪監修,p3()より）

の充実を図った。出資金42

百万円の同組合の大きなか

も植えた人工林率の高さ等々。しかし当面する課けでもある労務対策だった。幸運もあって現在数

題としては，1～5に挙げた事柄で，次の3項に人の若者が元気に働いているが，昇給率の低さ，

絞られる。賞与の低さ，厚生施設の弱体等都市の事業所に比

(1)近郊林業地の働き手対策くまだかなりの差があり，今後に残された問題も

(2)労働力多投型集約施業の行き詰まり多い。

(3)立て木と注文林業の限界西川地区で，若者が働いている山の現場は同組

合だけで，ほかには例がない。組合が総力を挙げ

(1)については，林業が西川地区で継続できるかて取り組んだ労務対策だが，まだ整っていないし，

どうかの命題なので，うかつに結論を出すことはこれ以上を組合に求めることはできない。この例

避けたいが，今，若い労働力の参入がなければ西でも明らかなように，今，森林から得られる収益

川林業の存続はできない。特に林業にとって大切では人を雇うことは至難である。西川の良質材を

な’伝承．継承がなくなってしまう。昨今の労務生産し，効率よく販売して，数百ヘクタール単位

事情を見るにつけ，真に実効のある対策を願うばの経営規模でないと労務管理に万全を期すことは

かりである。不可能だと思う。森林組合がまがりなりにも試金

かつて西川地区は，十分な林業労働力がそろっ石になって，労務対策に取り組んでいるが，組合

ていた地域なのに，現在では地域外の労働力に頼が行った労務管理を実行できる林家はないと思わ

って細々と手入れをし，伐出が行われている。それる。西川地区の所有規模で，最大限に林木の販

れでも手が入れられればよいほうで，全くのホッ売を行ったにしても，労務管理を万全にして労働

ドケ山も随所に見られるようになった。労働力の力を定着させることは不可能に近い。西川地区の

林業技術No.62319942



林業経営が存続できて，労務管理が理想どおりに

行えるのは，林地所有権のワクを超えた協業組織

の確立以外に考えられない。

今私がいきなり協業組織体の提案をしても，受
はざ座

け皿になる素地はない。むしろ私権の狭間で袋だ

たきにあうかもしれない。それでも西川地区が，

西川でなければ生産できない良材を産出し，都市

近郊森林として役立とうとするなら，所有権のハ

ードルを越えないことには，すべて従来のワクの

中へ閉じ込められてしまうと思う。

行政にも協業体組織の確立を視野に置いた，い

や前提とした指導を望んだら無理だろうか。流域

管理システムへの取り組みが推進される中で，従

来型の労務改善事業が行われても，1歩も進めな

いことは衆知の事実だと思う。実効のある労務改

善が待たれるのは西川地区だけではない。労務管

理の理想を実現できるのは，強固な事業体でなけ

れば不可能だと思う。それには協業体の育成以外

に考えられない。西川林業のような狭い，規模の

小さな林業地で山に働く若者を呼び戻すには，受

け皿を大きく強くする以外に道はあるまい。

(2)の労働力多投型の集約林業が，今後も変わり

なく続けられるとはだれにも考えられない。かつ

て西川林業の篤林家は，前述のように惜しみなく

労力を投じて，1本1本を育て上げた。その心情，

努力，技術は今の私たちにもよくわかるし，その

恩恵にも浴している。そして感謝している。しか

し，その施業と伝えられた技術をよく確かめると，

盲信的であったり，潔癖すぎる慈しみと思われる

保育や施業も少なくない。西川林業の場合，科学

的な取捨選択の余地は十分ありそうだ。既に現在

省力化の進められている施業も多いが，多投型の

傾向はなくならないように見られる。

かって西川林業は，労力を多投して集約経営を

行ってきた。それが今後は徹底して省力化を図り

ながら集約林業を営まねばならない。この一見相

反する省力と集約を併立させる困難に取り組まな

ければならない。西川材の質を省力によってダウ

ンさせたら，西川林業はたやすく一般材の大産地

に飲み込まれてしまうのではないか。

2］

(3)の立て木と注文林業の限界についての所感は，

西川の先人に対する感謝である。全国で何カ所か

主伐時に保残する習慣があると聞いているが，西

川の立て木は歴史があり，管理もされている。他

に誇り得る立て木だと思う。今後もこの保残はぜ

ひ後に伝えたい。

立て木で気になるのは，枝打ち等の管理が今後

できるのかどうか。また優良大径材の利用が将来

にわたってなされるだろうか，の2点についてだ

が，後世の人々が木に親しめるよう，今われわれ

が努力することだろうと思う。立て木は限りない

効用と価値を持っている。今後も可能なかぎり保

残に努めたい。

注文林業は，半分西川の林家を支えてきた。現
なま

在も支えている。しかし，①生材の提供をしなけ

ればならない，②伐倒しないほうが良い木まで切

ることになる，③計画が立たない，等の欠点があ

って，注文材だけに頼りすぎると危険がある。そ

れに木材の需要拡大を訴え，木の良さ，木への親

しみを人々に知らせるには，いかにも受動的で後

ろ向きだ。

木を価値あらしめて，少しでも高値に売り渡す

のがすべての林業人の願いだ。注文材はまずこれ

を満たしてくれるので，今後も継続する販売手段

だと思うが，多くの人たちに木をわかってもらう

努力をしながら，注文材の売り渡しをしていきた

い。

西川林業が，今後健全な都市近郊林業としてそ

の機能を十分に発揮してゆくことは，障壁があま

りにも大きく，高く，至難のことである。だから

山にいた人の多くは山を去り，荒れ山が年ごとに

増えてきた。

それでも西川林業には歴史がある。歴史の所産

である木の蓄積がある。私たちはこれを手掛かり

にして，西川林業の再構築に向け努力してきた。

これからも仲間に呼びかけ，社会に訴えて，輪を

広げながら，この道を歩みたいと思う。

（いのうえみねじ・東吾野森林組合長）

林業技術No.62319942
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温･寒帯林の持続可能な開発に関する

専門家セミナーの結果
一地球サミットの宿題に世界の林業技術者が挑む－
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1．はじめに

昨年の9月27日（月）から10月1日（金）に

かけて表記のセミナーがカナダ・ケベック州モン

トリオールにおいて開催された｡50カ国近い関係

国から250人程度の専門家を集めて開催された本

会合の課題は，92年の｢地球サミット」（国連環境

開発会議=UNCED)によって提唱された「持

続可能な森林経営」という題目を，いかに地べた

に下ろしていくかという重要な課題であった。ま

た，温・寒帯林が初めて国際的に本格的な議論の

対象となったことは，国際的な森林問題の議論が

わが国の森林・林業問題と直接関係することとな

る契機となるものであった。

わが国から森林総合研究所北海道支所金沢造林

研究室長と私が会合に出席する機会を得たので，

概要を報告することとしたい。

2．「地球サミット」の宿題

「持続可能な開発｣は，この数年，環境と開発の

問題を扱うときのキーワードとなっており，一昨

年の地球サミットの全体を貫くテーマであった。

生物資源を扱う森林問題は，持続可能な全体計画

を描く格好の目標となり，地球サミットの決議で

は熱帯林のみでなく大気汚染による森林の衰弱な

どが指摘されている温・寒帯林も含め「あらゆる

森林の持続可能な開発」の必要性が宣言された。

昨年は地球サミットの森林関係のフォローアッ

プのためのハイレベルの会議が，2月インドネシ

ア．バンドンで世界森林会議，3月FAO(国連

食糧農業機関)の林業委員会，6月フィンランド・

ヘルシンキで欧州森林保護閣僚会議と次々と開催

されてきた。特に6月の欧州森林保護閣僚会議は

林業技術No.6231994.2

温・寒帯林国の多くカヌ集まる会議（日・米・加も

オブザーバー参加）であり，熱帯林については国

際熱帯木材機関において持続可能な森林経営につ

いての｢西暦2000年の目標｣が合意されている状

況の中で，温・寒帯林についても持続可能な森林

経営を具体化するための必要性が強調され，閣僚

レベルで森林経営・政策のガイドラインが決議さ

れ性目された。

しかしながら，これらのハイレベルの会議では，

持続可能な森林経営の理念が語られるだけで，到

達基準や筋道などが議論されていない。この辺の

事情を，モントリオール会合の基調報告の中で事

務局長役であるメルシャー前林野庁長官は次のよ

うに適切に表現している。

「今日,森林の健全性や生態系の持続可能性につ

いての重要性は国際的なレベルで認められるとこ

ろまで来たが，現在必要なことは，どちらかと言

えば哲学的に語られてきたこの理想を，実際に測

定することができる特定の基準に翻訳することで

ある｡」

このように,｢持続可能な森林経営の判断基準を

明らかにする」という，地球サミットの宿題とし

て世界の林業技術者が避けて通れない課題に，真

正面から取り組むというのが今回の会合の主要な

眼目であった。

3．持続可能な森林経営を判断する物差し

(1)森林経営の「パラダイムの転換」

今回の議論の出発点で議論され，本会合のキー

ワードとなったのは「森林経営に関するパラダイ

ムの転換(PARADIGMSHIFT)」である。森林

経営の目標に関して，過去何十年にわたって定着



してきた「森林生産物の持

続可能な収穫(SUS-

TAINABLEYIELD)」と

いう支配的な考え方（パラ

ダイム)から，「森林生態系

の持続可能な管理(SUS-

TAINABLEMANAGE-

MENTOFFOREST

ECOSYSTEM)」という考

え方への大きな転換がある

と，本会合の分科会報告は

指摘している。木材生産の

流れだけに着目した持続可

能性を議論するだけでなく

森林のあらゆる機能の持続

性について目を向けるべき

であるというわけだが，ど

のような機能について検討

すべきか，それぞれの機能

について持続性を評価する

指標を確立できるのかどう

かが問題となる。

(2)持続可能な森林経営を

計る物差し

－｢基準」と「指標」

今回の会合では，持続性

を評価すべき森林の機能を

中心に設定される判断基準

をFCRITERIA'(基準と訳

す)，それぞれの基準を評価
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温．寒帯林の持続可能な経営に関する専門家セミナーで論議された｢基準｣と｢指標」

基準

A環境的側面

○生物的多様性

○生産力

○土壌保全

○水保全

○森林生態系の健全'腱と

活力

○地球的生態循環への

寄与

○社会経済的機能を

満たす森林生態系の

能力

B社会経済的側面

○持続可能な森林を
実現する制度

○社会的便益の長期的

供給

○多様な経済的便益の

長期的な提供

○原住民の権利知見，

歴史，考古学的箇所の

認識と尊重

○森林のあらゆる機能と

利用に関する認識と
尊重

指標の例

現在の生態系の多様性の自然生態系との比較

単位面積当だりの種の多様性など

生態系の全バイオマス
ある生物の成長速度など

土砂崩落の発生頻度

土壌肥沃度など

水量

水質など

病虫害の発生頻度

生態系の回復力など

森林の二酸化炭素発牛圃憲収支など

伐採霞と長期的持続可能収穫量の比較
レクリエーション利用量と利用許容量の比較など

管理計画への国民の参加

社会的支持を受けるだめの過程

森林の持続可能な開発を支持する研究・教育プログ
ラムの利用可能性など

歴史的記念碑的な場所の保存

各種保護林の配置など

すべてのコストを内部化し便恭春評価するメカニズ

ムの存在

木材の適切な生産水準など

国連の条約協定の履行
原住民の知見を踏まえだ生態系管理計画など

すべての多様な森林の機能と利用を保全するための

政策

地域住民の利便のために原料と生態系サービスの提

供など

I

する物差しをlINDICATORS'(指標と訳す）と呼②指標の例示，③測定方法の問題点の指摘，とい

び，それぞれを特定する作業を行おうとするものう段階にとどまった。

だった。討議の結果として表のような内容の報告が行わ

議論は社会経済的な基準と環境的な基準に分けれた°

て分科会形式で行われ,両分科会から，「生物の多「生物の多様性｣の基準はどの場合にもいちばん

様性」「森林生産力の維持」など12の基準が提案先に強調され，また，我々に親しみやすい「生産

された。本来，①基準の特定→②指標の特定→③力の維持」の基準も，指標を木本植物の幹材積だ

測定方法標準化の検討，と議論が進められることけでなく，枝葉・下草も含めた全バイオマスとす

となるはずだが，1週間の本会合では，①基準のべきだと指摘されるなどは，「パラダイム転換｣の

特定（特に環境的側面についての議論が進んだ)，産物と言える。

林業技術NO62319942
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4．森林管理国際協定の議論に向けて

(1)モントリオール会合の意義

今まで国際熱帯木材機関や欧州森林保護閣僚会

議など同じように持続可能な森林経営をテーマと

して議論され国際的に合意されてきた内容と，今

回の会合で議論された内容とでは質的な違いがあ

る。一般に，今回のような技術的事項を合意事項

として規定しようとする場合，性能規定(PER-

FORMANCECODE=結果の達成水準を規定),

と仕様規定(SPECIFICATIONCODE=結果の

達成方法を規定）の2つの方法がある。建築基準

を例に取れば，前者は，建築物の耐震性を「一定

震度の地震に耐えうるべし」と規定するやり方で，

後者はそのために梁や柱の材料や仕様を定めるや

り方である。従来，持続可能な森林経営のために

国際的に合意されてきたものは政策や経営方針に

関してであり，いわば仕様規定的なもの（それも

配慮事項としての規定がほとんど）であったのが，

今回は，「指標｣という形で結果の測定可能な達成

水準を客観的に定める，いわば性能規定的なもの

に初めて挑戦しようというものである。

実用的な基準や指標を作っていくためには，ま

だまだたくさんの作業が残されている。技術的な

ことでは，①生物の多様性など測定方法が十分に

定まっていない分野の指標の特定，②国際的に合

意された計測の基準作り，などであり，政治的に

言えば，①熱帯林生産国と調整，②ガイドライン

的なもので十分と考えている一部の国の説得，な

どの課題がある。しかし，困難はあろうが，地球

サミットの森林部分の合意である持続可能な経営

を現実のものにしていくため基準と指標を特定す

る作業が有効であり，不可欠である，という認識

を多くの国のハイレベルの専門家が共有したこと

が，今会合の意義であったと言える。

(2)今年いっぱい続けられる

フォローアップ作業計画

来年6月，地球サミットの森林分野の実行状況

を点検するための国連の正式な会合（国連持続可

能開発委員会=CSD)が開催されることになっ

ている。モントリオール会合の最終日は，今回の

林業技術NO.6231994.2

熱心な専門家の参加の弾み（モメンタム）をいか

に持続させこの作業を進めながら，その結果をC

SDでの政治的合意に持っていくかについて熱っ

ぽい議論に包まれた｡その後昨年の12月にカナダ

政府主催により，主要温・寒帯林国8カ国（日．

米・加・英・独・仏・露・フィンランド）が集ま

り，モントリオール会合のフォローアップを進め

るための一連の技術会合を本年中に開催し，モン

トリオールで残した膨大な作業を続けていくこと

(モントリオールプロセス）となった。

フィンランドが事務局になっている欧州森林保

護閣僚会議も，欧州地域の森林の基準について今

年中に技術的な検討を進めることとしており（ヘ

ルシンキプロセス)，これとタイアップしてモント

リオールプロセスが進められていくこととなろう。

(3)木材生産国が推進力

この困難な作業を推進する原動力となっている

のは，本会合の主催国であるカナダである。カナ

ダは世界でいちばんの林産物の輸出国であるが，
せっけん

最近先進国の市場を席巻している「グリーン消費

者運動」にいかに対処すべきかが，当面の同国の

課題となっている。熱帯雨林から生産される木材

をターゲットにした地球環境保全を標傍する不買

運動が，ロシアやカナダなどの温・寒帯天然林か

らの林産物へも対象を拡大しつつある。このよう

な事態に対処するために，同国としても自国の森

林の持続可能な経営に向けて，自然保護団体，市

民団体を巻き込んだ森林経営のモデル作りを行っ

ており，一昨年から，全国10カ所で「モデルフ

ォレスト計画」に取り組んでいる。そのうえで，

国際的に認知された持続可能な森林経営の基準を

作り，安定した貿易関係を築こうというのが，同

国の意図である。同じ動機は，同じく林産物の輸

出国である北欧のフィンランドやロシアにもある。

また，国内で林産業界と自然保護団体の厳しい対

立が続いている米国も基準作りにきわめて熱心で

ある。総じて木材輸出国が原動力となってモント

リオールプロセスが推進されている（これに対し

て仏・英など西欧の木材輸入国は比較的冷静な立

場を取っている)｡
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(4)国際森林管理条約に向けて

さて，木材輸入大国としてわが国はどのような

立場で臨むべきだろうか。

結論から言えば，積極的に関与していくべきだ

ろう。

先述のように，木材輸出国の関心から直接は出

発している動きであるが，きわめて前向きの対応

と言える。木材輸出国から再生産が不可能な価格

で安価な林産物が世界市場に放出されることがな

いように，一定の秩序が保たれることは，輸出国

のみならず，輸入国にとっても森林造成への投資

の維持，林業の活性化のために，ぜひ必要なこと

だからである。これらの動きが成果を生み出し，

国際的に拘束力のある森林管理条約へと結実させ

ることが必要なのではないだろうか。

また，温・寒帯林経営の基準作りが，わが国に

本部を置く国際熱帯木材協定の改訂交渉と密接な

関係を持っていることも，考慮すべきである。「熱

帯木材にばかり重い課題を押しつけるのは『二重

基準』で不公平であり，熱帯木材を排除し温・寒

帯材の市場独占をねらう先進国林産業メジャーの

陰謀である」などとして，熱帯木材生産国側が熱

帯木材協定の改訂存続に消極的になっている。

温・寒帯材の生産が持続可能な森林経営に基づい

て行われるよう国際的な基準ができることは，熱

帯木材の持続可能な森林経営への取り組みにも前

向きの影響を与えるものである。

このように重要な課題を持った作業であるが，

当初の思惑どおりこの1年といった短期にどれだ

けのことができるかは，まだまだ不透明である。

もっと長期で息の長い作業になる可能性がむしろ

大きいとも言えるが，いずれにしても世界の林業

技術者の力量を問われる仕事であることはまちが

いない。この作業に日本林業技術協会の会員の皆

さんもぜひ関心を持っていただきたい。

（ふじわらたかし．林野庁首席森林計画官）

持続的森林経営に関する

IUFRO国際研究集会開催のお知らせ
来たる10月に東京大学農学部附属北海道演習林（北海道富良野市）でIUFRO(国際林業研究機関

連合）第3部会（森林利用）および第4部会（森林経営）合同の国際研究集会が開催されます。森林
資源の持続的利用が叫ばれる今日の，適切な経営・利用の結果，技術について検討するものです。多
くの皆様の参加を期待いたします。

論文申し込み締め切り：1994年5月末日
大会参加申し込み締め切り：1994年8月末日

10月17日13:00～受付
18：00～歓迎パーティ

10月18日09:00～キーノートアドレス
13:00～セッション1．11

10月19日東京大学北海道演習林見学
10月20日09:00～セッション111･W

12:30～ポスターセッション

15:00～セッションV・Ⅵ

18:00～懇親会

10月21日～22日エクスカーション

参加ご希望の方は大会事務局へお問い合わせください。案内書をお送りいたします。

主催：東京大学農学部附属演習林,IUFROS3.02,S3.05,S307,S3.08,S4.04

後援：日本林学会，森林計画学会，森林利用研究会，林野庁，富良野市

大会事務局：〒113束京都文京区弥生1-1-1東京大学農学部附属演習林研究部井出雄二

TELO3-3812-2111内線5490FAXO3-3812-4745

林業技術No.6231994.2
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聯
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左から吉原氏，江口氏 筆者，藤川氏，石井氏 田尻沢川沿いの造林

地
方
振
興
局
の
藤
川
・
吉
原
両
氏
が
ご
案
内
く
だ
さ
る

と
い
う
。
江
口
氏
も
ご
一
緒
に
、
山
国
の
谷
へ
入
っ
た
。

Ｙ
さ
ん
は
、
「
オ
ッ
、
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
で
す
ね
」
と
言
っ

た
。
昨
日
、
深
見
燧
道
を
く
ぐ
っ
て
京
北
町
弓
削
へ
入
っ
た

と
き
も
、
同
じ
こ
と
を
言
っ
た
。
多
種
少
麓
生
産
で
市
場

に
対
応
し
て
き
た
京
北
の
山
は
、
六
～
七
種
の
、
生
産
目

標
を
異
に
し
た
育
林
体
系
が
存
在
す
る
（
『
林
家
の
行
動
様

式
こ
と
い
う
。
画
然
と
区
画
さ
れ
、
林
相
の
違
う
そ
の
山
々

を
私
た
ち
は
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
緑
の

パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
で
あ
っ
た
。

を
越
え
る
と
小
野
郷
が
あ
っ
て
、
小
野
氏
の
一
族
が
住
ん

だ
と
伝
え
て
い
る
。
教
育
長
は
、
北
の
美
山
町
に
若
狭
の

文
化
を
、
京
北
町
に
奈
良
の
文
化
を
感
じ
る
、
と
言
わ
れ

た
。
奈
良
の
文
化
は
そ
の
ま
ま
中
央
官
人
と
と
も
に
京
都

へ
移
り
、
京
文
化
を
開
花
さ
せ
た
。

一
つ
言
え
る
こ
と
は
、
都
が
飛
鳥
か
ら
奈
良
へ
移
っ
た

と
き
、
主
要
寺
院
が
一
緒
に
奈
良
へ
移
っ
た
。
都
を
奈
良

か
ら
京
都
盆
地
へ
移
し
た
と
き
、
奈
良
の
寺
々
は
一
寺
も

移
動
し
な
か
っ
た
。
文
化
の
中
枢
を
担
っ
た
寺
々
は
、
奈

良
へ
残
っ
た
の
で
あ
る
。
奈
良
文
化
は
京
文
化
の
古
形
と

い
う
よ
り
、
京
文
化
の
ほ
う
が
変
質
し
な
が
ら
洗
練
さ
れ

て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。
教
育
長
が
京
北
に
奈
良
文
化
の

香
り
を
か
が
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
変
質
す
る
以
前
の
古
い

文
化
が
こ
の
山
国
へ
入
り
、
封
じ
込
め
ら
れ
た
よ
う
に
温

存
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
理
解
し
て
、
私
は
あ

ら
た
め
て
当
地
の
古
さ
を
し
の
ぶ
思
い
を
持
っ
た
。

旧
山
国
庄
に
は
、
鳥
居
に
延
喜
式
内
の
山
国
神
社
が
あ

り
、
寺
山
に
常
照
皇
寺
が
あ
る
。
京
北
の
文
化
は
こ
の
谷

か
ら
開
け
た
、
と
い
う
印
象
を
私
は
か
ね
が
ね
抱
い
て
い

た
。

『
常
照
皇
寺
へ
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
、
私
は
勝
手
な

と
趣

こ
と
を
言
っ
た
。
門
前
を
流
れ
る
桂
川
は
澄
み
透
っ
て
、

里
川
の
情
趣
を
た
た
え
て
い
た
。
こ
の
川
へ
二
間
の
材
木

を
流
し
た
と
い
う
の
は
信
じ
難
い
が
、
堰
き
止
め
た
水
を

一
気
に
流
し
、
そ
の
水
に
材
を
託
し
た
と
い
う
。
常
照
皇

寺
と
北
山
杉
は
次
号
に
譲
る
が
、
山
の
緑
と
清
流
は
強
く

印
象
に
残
っ
て
忘
れ
難
い
。

意
外
な
こ
と
に
、
本
吉
論
文
は
、
近
世
後
期
に
入
っ
て

人
工
林
材
が
伐
出
さ
れ
る
が
、
山
国
材
の
主
体
は
天
然
林

材
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
、
と
す
る
。
天
然
林
材
を

多
鐘
に
、
長
期
間
継
続
し
て
供
給
し
得
た
の
は
、
当
地
域

の
里
山
の
天
然
更
新
の
成
功
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

と
書
い
て
お
ら
れ
る
。
森
林
も
林
材
も
文
化
的
側
面
か
ら

し
か
見
え
な
い
私
に
も
、
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
お
ら

れ
る
の
で
、
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

司
杉
を
主
と
す
る
用
材
林
や
、
雑
木
と
用
木
と
の
混
交
林

に
お
い
て
、
自
然
力
を
巧
み
に
活
用
し
、
用
木
と
雑
木
の

伐
採
を
調
整
し
な
が
ら
、
天
然
生
の
稚
樹
を
保
護
し
、
下

層
木
を
保
残
し
て
次
代
或
は
次
々
代
の
伐
採
木
に
順
次
仕

立
て
あ
げ
る
施
業
法
に
よ
る
、
天
然
更
新
の
成
功
で
あ
る
」

ｌ
緑
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
は
、
比
較
的
新
し
い
施
業
の
成

果
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
京
北
ほ
ど
手
入

れ
の
行
き
届
い
た
造
林
地
を
、
私
は
ほ
か
に
知
ら
な
い
。

林業技術No.6231994.2
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腱ム

小出素§

の
ど
か
な
北
村
で
日
は
傾
き
、
急
に
外
気
が
冷
え
た
。

私
た
ち
は
道
を
急
ぎ
、
深
見
峠
（
今
は
燧
道
）
を
越
え
てゆ

京
北
町
へ
入
っ
た
。
峠
が
分
水
界
で
あ
る
。
南
流
す
る
弓

げ
お
お
い

削
川
は
周
山
で
大
堰
川
へ
注
ぐ
。

こ
の
日
、
弓
削
、
周
山
を
走
り
抜
け
、
細
野
の
ペ
ン
シ
ョ

み
ち

ン
愛
宕
道
へ
泊
ま
っ
た
。

山
の
村
の
ヘ
シ
コ

「
愛
宕
道
」
の
経
営
者
も
、
林
家
と
聞
い
て
い
て
楽
し
み

に
し
て
い
た
の
だ
が
、
あ
い
に
く
お
留
守
。
周
山
街
道
か

ら
わ
ず
か
に
愛
宕
参
道
へ
入
っ
た
家
は
、
さ
す
が
に
い
い

木
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
見
事
な
建
物
で
あ
っ
た
。

幸
い
、
夫
人
が
話
相
手
に
な
っ
て
く
だ
さ
っ
て
、
「
昔
、

ま
だ
小
さ
い
こ
ろ
に
、
若
狭
か
ら
へ
シ
コ
を
売
り
に
く
る

の
を
見
ま
し
た
よ
。
焼
い
た
り
、
そ
の
ま
ま
食
べ
た
記
憶

が
あ
り
ま
す
」
ｌ
そ
の
ヘ
シ
コ
売
り
は
、
荷
車
で
売
り

に
来
た
の
だ
そ
う
だ
。
こ
の
人
、
六
十
歳
に
は
ま
だ
手
が

届
か
な
い
。
と
す
れ
ば
、
昭
和
の
初
期
ま
で
、
若
狭
か
ら

魚
の
行
商
が
京
北
の
山
の
村
々
へ
入
っ
て
い
た
。
売
り
歩

い
た
の
は
糠
と
塩
で
漬
け
込
ん
だ
鯖
ｌ
保
存
食
の
ヘ
シ

コ
で
あ
っ
た
。
荷
車
で
来
た
の
な
ら
、
魚
商
人
は
明
治
新

道
の
周
山
街
道
を
、
先
月
号
に
紹
介
し
た
美
山
町
平
屋
へ

ま
ず
入
り
、
周
山
街
道
沿
い
に
売
り
歩
い
た
。
こ
の
道
以

外
、
荷
車
の
越
え
ら
れ
る
道
は
な
か
っ
た
か
ら
．
：
：
。
。

多
分
、
そ
の
ヘ
シ
コ
は
京
都
ま
で
届
か
な
か
っ
た
。
．
細

か
く
聞
き
書
き
を
す
る
い
と
ま
は
な
か
っ
た
が
、
山
の

人
々
に
海
の
味
を
届
け
て
回
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

北
村
の
ご
老
人
の
、
「
ぜ
い
た
く
な
食
い
も
ん
や
な
」
と

言
っ
た
言
葉
が
、
耳
に
よ
み
が
え
っ
た
。

早
朝
、
私
は
愛
宕
道
を
小
一
時
間
、
田
尻
沢
川
沿
い
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
み
た
。
冷
気
が
し
ん
し
ん
と
肌
を
刺
し
た

が
、
風
は
な
い
。
見
事
に
枝
打
ち
さ
れ
た
杉
林
が
延
々
と

続
き
、
や
が
て
谷
が
二
つ
に
分
か
れ
た
。
愛
宕
山
へ
は
嵯

峨
清
滝
か
ら
登
っ
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
京
北
細
野

か
ら
の
参
道
は
知
ら
な
か
っ
た
。
一
名
白
雲
山
と
呼
ぶ
の

こ
ん
こ
う

は
、
神
仏
混
渚
の
こ
ろ
、
白
雲
寺
が
あ
っ
て
栄
え
た
か
ら

だ
。
気
持
ち
の
い
い
朝
、
こ
れ
ほ
ど
美
し
い
杉
林
の
森
林
浴

を
楽
し
め
た
の
は
旅
の
一
徳
で
あ
る
。
朝
食
後
、
お
目
に

あ
る
じ

か
か
っ
た
宿
の
主
・
一
瀬
勲
氏
は
、
京
北
町
議
会
の
議
長

さ
ん
で
あ
っ
た
。
意
外
な
出
会
い
も
、
旅
の
一
徳
と
い
う

べ
き
だ
ろ
う
。

京
北
の
文
化
と
造
林

私
は
事
前
に
、
本
吉
瑠
瑠
夫
氏
の
博
士
論
文
『
山
国
林

業
の
発
展
過
程
〈
要
約
ご
と
、
京
都
府
京
北
地
方
振
興
局

の
『
京
北
町
専
業
林
家
の
行
動
様
式
』
を
精
読
し
て
い
た
。

Ｙ
氏
の
お
手
配
で
あ
ろ
う
、
振
興
局
を
訪
ね
る
と
、
山

国
の
林
家
・
江
口
喜
代
志
氏
を
、
わ
ざ
わ
ざ
お
招
き
く
だ

さ
っ
て
い
た
。
京
北
の
山
は
き
わ
め
て
特
殊
な
造
林
が
行

わ
れ
て
い
る
と
聞
く
の
で
、
そ
の
一
部
を
見
せ
て
い
た
だ

く
予
定
で
あ
っ
た
。
教
育
長
の
石
井
敏
雄
氏
に
も
、
興
味

深
い
歴
史
の
お
話
を
う
か
が
う
機
会
を
い
た
だ
い
た
が
、

こ
れ
は
私
の
個
人
的
興
味
に
類
す
る
。
た
だ
、
京
北
開
発

の
先
駆
者
は
小
野
氏
か
、
と
の
論
が
あ
る
そ
う
だ
。
小
野

は
大
和
の
古
代
豪
族
で
あ
る
。
魚
の
道
、
竜
華
越
え
に
近

江
の
小
野
の
こ
と
に
触
れ
た
。
京
北
か
ら
京
都
へ
、
笠
峠
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ト
ド
マ
ッ
の
天
然
更
新
（
北
海
道
）

が
、
林
学
と
い
う
学
問
に
魅
せ
ら
れ
て
入
っ
た
の

で
は
な
く
、
山
が
好
き
で
行
っ
た
ん
だ
よ
」
と
言

わ
れ
、
わ
が
身
に
つ
ま
さ
れ
て
返
す
言
葉
が
な

か
っ
た
。
私
な
ど
林
学
は
お
ろ
か
、
山
が
特
に
好

き
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
漠
然
と
森
に
魅
せ
ら

れ
て
林
学
科
に
迷
い
込
ん
だ
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

か
ら
。
林
学
を
研
究
し
て
い
る
う
ち
に
、
森
林
や
樹
木

に
は
何
と
未
知
の
こ
と
が
多
い
か
に
気
付
い
た
。

少
し
掘
り
下
げ
て
調
べ
て
い
く
と
、
先
人
の
研
究

蓄
積
の
中
に
空
白
部
分
が
見
つ
か
っ
て
、
こ
れ
を

埋
め
る
に
は
自
ら
実
証
し
て
い
く
よ
り
ほ
か
に
な

い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
見
方
を
変
え

れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
空
白
は
新
し
い
知
見
を
展
開

す
る
こ
と
の
で
き
る
場
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

熱帯雨林（インドネシア）

最
近
、
熱
帯
林
に
つ
い
て
関
心
が
高
ま
っ
て
、
わ
が
国

の
研
究
者
が
調
査
に
出
か
け
た
り
、
ま
た
国
際
協
力
事
業

団
な
ど
の
依
頼
に
よ
っ
て
現
地
へ
技
術
指
導
に
行
か
れ
る

人
も
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
日
本
の
林
学
関
連

雑
誌
に
熱
帯
林
に
関
す
る
報
文
を
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ

た
。
熱
帯
の
森
林
に
第
二
の
未
知
の
世
界
が
展
開
さ
れ
、

そ
の
解
明
が
少
し
ず
つ
進
ん
で
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

ブ
（
》
。

こ
の
傾
向
は
熱
帯
に
近
い
わ
が
国
の
場
合
ば
か
り
で
は

な
い
よ
う
で
、
ド
イ
ツ
の
雑
誌
に
も
熱
帯
の
樹
木
や
森
林

に
関
す
る
報
文
を
散
見
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ

に
ア
マ
ゾ
ン
川
流
域
の
森
林
に
関
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。

そ
の
中
に
こ
の
地
域
に
生
育
す
る
マ
メ
科
樹
木
の
根
粒
に

つ
い
て
の
記
載
が
あ
り
、
な
か
に
は
直
径
異
ン
メ
ー
ト
ル

以
上
も
あ
ろ
う
か
と
い
う
大
き
な
も
の
が
あ
っ
て
、
写
真

ネ
シ
ョ
ウ
ガ

で
は
根
粒
の
付
い
た
根
が
、
根
生
姜
を
連
想
さ
せ
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
。

わ
れ
わ
れ
の
目
に
通
常
触
れ
る
樹
木
は
、
温
帯
あ
る
い

は
暖
帯
性
の
も
の
で
あ
る
。
私
自
身
訪
れ
た
こ
と
の
な
い

熱
帯
林
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
生
育
す
る
樹
木
や
森
林
に
は

購
異
の
目
を
見
張
る
よ
う
な
も
の
が
後
を
絶
た
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

新
し
い
世
界
の
探
求
に
は
、
新
鮮
で
、
ま
た
驚
き
の
目

を
失
わ
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

大
学
の
林
学
科
へ
進
学
す
る
動
機
は
、
山
で
も
、
木
で

も
、
森
で
も
、
清
ら
か
な
森
の
空
気
で
も
よ
い
。
林
学
を

研
究
す
る
者
に
と
っ
て
、
森
の
未
知
の
世
界
に
対
す
る
興

味
と
こ
れ
を
切
り
開
く
意
欲
こ
そ
が
大
切
な
の
だ
と
思
う
。
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忘搬蚤獅なl凋蓮森の話琴‘⑤

畑野：健菫琴

森
は
生
き
て
い
る

わ
れ
わ
れ
が
大
学
で
習
っ
た
林
学
は
、
木
材
利
用
の
視

点
か
ら
体
系
が
で
き
て
い
て
、
森
林
そ
の
も
の
も
主
に
木

材
生
産
の
場
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
。

最
近
で
は
森
林
に
つ
い
て
一
般
の
関
心
が
高
ま
り
、
ま

た
多
く
の
専
門
家
が
動
植
物
を
調
査
し
て
い
る
の
で
、
森

林
は
生
き
物
の
集
合
体
の
よ
う
に
映
し
出
さ
れ
て
き
た
。

生
態
学
者
は
こ
れ
ら
の
要
素
を
有
機
的
に
取
り
ま
と
め
、

森
林
生
態
系
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
中
で
は
、
森
林
内
の
植
物
は
生
産
者
（
独
立
〈
自
〉

栄
養
生
物
）
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
生
産

者
だ
け
で
も
多
種
多
様
で
、
植
生
調
査
に
使
わ
れ
る
「
群

落
の
階
層
区
分
」
に
従
っ
て
分
け
て
み
る
と
、
高
木
層
、

亜
高
木
層
、
低
木
層
、
草
本
層
、
コ
ケ
（
地
表
）
層
の
五

つ
が
あ
る
。

高
木
層
は
い
わ
ゆ
る
林
冠
を
形
成
す
る
主
林
木
で
、
亜

高
木
層
に
は
将
来
主
林
木
と
な
る
も
の
も
含
ま
れ
る
。
し

か
し
何
と
い
っ
て
も
森
林
を
支
配
し
て
い
る
の
は
高
木
層

で
あ
ろ
う
。
高
木
層
は
林
内
の
環
境
、
ま
ず
光
環
境
を
変

え
る
。
上
層
の
林
冠
形
成
の
程
度
に
よ
っ
て
林
内
へ
の
陽

光
の
投
入
が
加
減
さ
れ
る
。
マ
ツ
林
内
は
比
較
的
明
る
い
。

直
射
（
達
）
光
が
多
く
差
し
込
む
か
ら
で
、
逆
に
ス
ギ
や

ヒ
ノ
キ
の
林
は
暗
い
。
し
か
し
葉
の
す
き
間
を
通
る
木
漏

れ
日
（
光
斑
）
も
あ
る
か
ら
、
葉
で
よ
ほ
ど
う
っ
閉
さ
れ

て
い
な
い
か
ぎ
り
、
全
く
陽
光
が
差
し
込
ま
な
い
と
い
う

こ
と
は
な
い
。
‐

陽
光
が
よ
く
差
し
込
め
ば
乾
燥
し
が
ち
に
な
り
、
暗
け

れ
ば
湿
度
が
高
ま
る
。
こ
う
し
た
光
と
湿
度
の
環
境
要
因

が
亜
高
木
・
低
木
へ
さ
ら
に
は
草
本
の
種
類
を
規
制
す
る
。

北
海
道
奥
地
の
エ
ゾ
マ
ツ
・
ト
ド
マ
ッ
の
森
林
で
陽
光
が

よ
く
差
し
込
む
所
で
は
草
本
層
に
サ
サ
が
優
勢
と
な
り
、

ま
た
湿
気
の
多
い
地
表
で
は
コ
ケ
が
繁
茂
す
る
。
こ
の
草

本
層
や
コ
ケ
層
の
発
達
度
合
は
、
針
葉
樹
、
特
に
ト
ド
マ

ッ
の
天
然
下
種
更
新
に
か
か
わ
り
が
深
く
、
サ
サ
地
で
は

更
新
で
き
な
い
。
本
州
で
も
中
部
山
岳
林
で
サ
サ
は
天
然

更
新
を
妨
げ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
高
木
層
が
主
体
と
な
っ
て
林
内
環
境
を
作

り
出
し
、
下
層
植
生
が
支
配
さ
れ
る
構
図
が
森
林
に
備

わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

森
林
に
は
野
生
の
鳥
獣
が
生
息
し
、
生
き
生
き
と
し
た

森
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
に
絶
好
の
材
料
だ
が
、
樹
木
の
種

は
い
せ
つ

子
を
飲
み
込
ん
で
排
泄
し
、
樹
木
の
分
布
を
広
げ
た
り
、

死
し
て
死
体
が
分
解
さ
れ
、
土
壌
を
肥
や
す
こ
と
は
あ
る

が
、
植
物
層
に
助
け
ら
れ
て
生
き
て
い
る
面
が
多
い
よ
う

に
見
え
る
。

未
知
な
る
世
界

福
井
県
の
林
業
に
つ
い
て
の
あ
る
会
合
で
、
市
の
教
育

長
か
ら
「
小
学
五
年
生
の
社
会
科
に
森
林
・
林
業
の
教
育

が
取
り
入
れ
ら
れ
た
」
と
の
説
明
を
う
か
が
っ
た
。
一
時

「
森
林
・
林
業
」
が
小
学
校
の
教
科
書
か
ら
抹
殺
さ
れ
た

と
騒
が
れ
た
こ
と
が
あ
る
だ
け
に
、
余
計
喜
ば
し
く
思
わ

れ
た
。こ
の
会
合
か
ら
帰
っ
て
き
て
、
ふ
と
思
い
出
し
た
こ
と

が
あ
る
。
駆
け
出
し
の
研
究
者
の
こ
ろ
、
世
話
に
な
っ
た

理
学
部
の
先
生
か
ら
「
君
、
甥
シ
子
が
林
学
科
へ
入
っ
た

林業技術No6231994.2
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本誌619号（1993年10月）で紹介したように，

本懇談会は昨年発足し，第1回（9月10日)，第

2回（1月11B)委員会を開催し，その間数回に

わたって作業部会が持たれた。林業技術者問題は

林業技術に携わる方々にとっての関心事と考えら

れるので，ここにこれまでの経過を報告し，広く

ご意見をうかがいたい。

林業技術者問題懇談会とは：林業技術者が問題

を引き起こし，その対策を立てるための会合と誤

解されるかもしれないが，全くそうではない。こ

の会の趣旨については，第1回委員会の際に配布

した次の文章に述べた。

林業技術者問題懇談会の開催にあたって

「わが国の森林の造成・維持・管理の指導的位置を

占めてきた林業技術者は,今後とも如何なる時代にあ

っても，長期的視野にたち且つ時代の要請を汲みとり，

常に技術の向上を図る責務を負っている。

近時,林業関係者の内部から林業技術者の技術レベ

ルが必ずしも満足すべき現状にないという自省の声

が起こってきている。これが真とすれば，わが国の森

林･林業の将来にとって由々しき事態といわなければ

ならない。

一方,森林の諸機能に対する社会的関心の高まりや

国際化の進行という時代的背景の変化に対し的確に

応ずる林業技術者の在り方も問われている。即ち，昨

今のように価値の多嗣bした時代にあっては，かつて

の拡大造林時代とは異なる技術が求められており，こ

れに伴って林業技術者の具えるべき技術についても

新たな検討を加える必要が生じている」

以上の背景を踏まえ林業技術者の資質および技術

の向上を図る方途を探るため本懇談会を開催するこ

ととした。

この趣意書の要点は，①林業技術者の責務，②
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現状の技術レベルに対する自省，③時代要請に応

ずる新たな技術者とは，ということになろう。言

い換えると，林業技術者の技術者としての自覚を

明確にし，資質・技術の向上の方途を探ろうとす

るものである。

懇談会の構成と経過：上記の問題については，
こうかん

かなり前から関係者の巷間の話題となっていたが，

最近林野庁OBの方々から正式の席上で提示され，

これらを受けて日本林業技術協会が事務局を引き

受けることになった。

その発端はともあれ，この問題は林野庁のみに

とどまらず，地方自治体，民間にも共通であり，

また行政や事業現場だけでなく，研究や教育にも

深く関係するという見地から，広く林業各界の

方々を委員としてお願いした。以下順不同。

懇談会委員・小山信二（日本林業協会常務理

事)，古宮英明（全国森林組合連合会専務理事)，

真柴孝司(全国林業改良普及協会専務理事)，太田

猛彦(東京大学農学部教授)，木平勇吉(東京農工

大学農学部教授)，藤森隆郎(森林総合研究所森林

環境部長)，菊池五郎（静岡県山林協会専務理

勤，真下正樹（住友林業株式会社山林部長)，座

長/小林富士雄（日本林業技術協会顧問)。

懇談会オブザーバー・伴次雄（林野庁計画課

長)，阿木茂（林野庁研究普及課長)，根橋達三

(林野庁経営企画課長)。

作業部会委員・藤原敬(林野庁)，青木勇一郎

(〃)，赤堀聡之（〃)，佐々 朋幸(森林総合研究所)，

天野正博（〃)，酒井秀夫（東京大学農学部)，平

田経倫（林業講習所)，山瀬俊彦（山梨県庁)。

事務局（日林協）・三澤毅,小泉孟,鈴木郁

雄，宮下国弘，和田昇。



以上のような作業部会および事務局メンバーの

一部が提示した原案を作業部会で論議し，これを

懇談会と作業部会の合同会合で議論するという形

をとっている。通常の審議会とは異なり，座長，

作業部会ないし事務局力§しばしば立ち往生するほ

ど活発・率直な意見交換が行われている。このよ

うな意見を参考に，今後1ないし2回の懇談会を

経て，3月末までに取りまとめを行う予定である。

検討している内容：現在までに検討の対象にし

てきた内容を簡単に報告しておく。ただしここに

挙げた項目名や構成は試案である。内容は以下の

ように,I.現状と問題点,11.方向性，Ⅲ、提

言に分けることができる。

I・林業技術者問題を考える

1．林業技術と林業技術者の役割

林業を取り巻く状況変化に対応する林業技術

の展開とその中での林業技術者の役割

2．わが国における林業技術者問題の歴史

官制整備に続く技術者運動と戦後林政の動き

の中での技術者の立場

3．諸外国における林業技術者像

フランス・ドイツと北米の林業技術者像およ

び日本との対比

4．林業技術者集団の人的構成・技術レベルの

現状と問題点，林業技術者の構成と配置の問

題点，特に経験不足による技術適用力の低下

11.林業技術者の技術向上を目指して

1．林業技術者養成の現状と今後

国有林，都道府県の技術者養成の現状と民有

林技術者育成の問題点

2．現代が求める林業技術者像

森林に対する近年の社会的要請の変化に対応

した林業技術の方向として「社会レベルでの

技術」を提案

111．林業技術者問題へ提言する

1．森林科学の技術分野

拡大する森林科学分野を林業技術に取り込み

再編する必要性

2．森林工学の技術分野

治山・土木・機械分野での最近の技術発展と
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現場要請の多様化に対処するための役割分担

3．森林管理の技術分野

管理目的の多様化に対応した森林管理技術者

の在り方

4．提言

どんな議論がされているか：2回の懇談会，数

回の作業部会の中で行われてきた議論の内容は広

範多岐にわたるが，その中からいくつかの話題を

紹介する。

①報告書を読んでもらう対象者を明確にすべき

だ，②林業技術の特質は森林生態系に根ざす技術

であることを強調すべきだ，③林業技術の中に流

通，販売，利用も含めるべきだ。ただしこれらも

含めた技術を1人でマスターすることは不可能だ

から，情報ネットワークを発展させる必要がある，

④新しい技術だけでなく従来型技術の錬磨も考慮

してほしい，⑤過去の技術者運動挫折の原因や拡

大造林技術の総括が必要，⑥スペシャリスト，ゼ

ネラリストのコース別仕用・研修を明確に，⑦林

業技術者の社会的認知度をどう高めるか，⑧行政
かいり

と研究が最近ますます乖離しているのではないか，

⑨技術者育成のためには人事配置への配慮が必要，

⑩研修が下部に偏る傾向にあるが幹部こそ研修が

必要，⑪増加しつつある女性の林業技術者への対

応を考えておくこと，⑫わが国に根ざした理想の

林業技術者像を描いてみたらどうか，⑬｢社会レ

ベルでの技術」というが，木材生産，木材・住宅

産業も社会の一部であることを忘れないでもらい

たい，⑭技術者の技術レベル向上のため身に着け

るべき個別技術分野を具体的に示してもらいたい，

⑮迷っている私有林の経営者に技術指針を示す必

要がある，⑯国有林の状況はますます厳しくなる

ので，現場技術を効率よく身に着ける方法論を考

えてもらいたい，⑰川下側からの視点で森林管理

技術を考えることが必要，⑱今回の検討には技術

者全体の参加意識を盛り上げることが必要。

（以上につき会員のご意見を日林協内懇談会事

務局宮下あてお寄せください｡）

（こばやしふじお・日本林業技術協会顧問）

林業技術No.6231994.2
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1．はじめに

今，地球環境保全が叫ばれ，人に優しいエコマテリ

アルとしての木質資源の有効活用技術が望まれている。

とりわけ，山元における主要産業である林業・林産

業の残廃材として多量に排出される樹木の枝葉・端

材・オガ粉・チップ・樹皮等は，これといった有効活

用法もないまま，その大半が厄介物として投棄・焼却

処分され，わずかに家畜の敷料・堆肥原料等の低付加

価値利用に供されているのが実状であり，これらの有

効活用法の開発が危急の課題であると考えられる。ち

なみに製材歩止りを70％と見たとき,当天竜地域の製

材工場から排出される残廃材量は気乾重量で年間1万

3千tに及ぶものと推定される。

今回，これら残廃材中の成分に着目し，この成分の

効用を明らかにしていくとともに、その効用を生かし

た新たな商品化技術の開発を試みた。すなわち，残廃

材中成分として芳香成分(精油分)，色素分，繊維分等

を同時あるいは順次効率よく採取し，さらにこれら成

分の効用として，精油成分ではシロアリ・アズキゾウ

ムシ・イエダニ等の生活害虫忌避効果，大腸菌・黄色

ブドウ球菌等の害菌生育阻止・殺菌効果，消臭効果等

を，色素分については発色・染色・耐候性等を，そし

て繊維については，和紙並びに機能性和紙としての利

用可能性等を明らかにし，こうした特性を生かした数

種の具体的商品化を進めた。また，有効成分を取り除
ざんし

いた残津についても，堆肥あるいは食用菌の菌床とし

ての適性が高められていること力確認された。以下に

その概要を紹介する。

2．ヒノキ精油の効用と利用

近時，森林浴の効用が見直され，樹木の出す揮発成

分への関心が高まっており，谷田貝，林，佐藤，宮崎，

岡部等は個々に成分利用に関する優れた報告を行って

いる。今回，こうした先例を参考に，精油の採取量，
しこう

香りの嗜好性の点で有効と思われるヒノキ材精油（以

下精油と称す）について，その効用並びに使途（活用

５ 一一害壬－－畢一聾一蚕→－←壷一一毎一■
・starvation

■control×20．×50×20

4

３

２

頴
讃
Ⅲ
仲
蝸

×5

0 36912

試験期間(週）

図・1ヒノキ精油を含浸させた漉紙を与えた場合の
イエシロアリ兵蟻の生存数と試験期間の関係

法）について概観する。

(1)シロアリ・アズキゾウムシ等害虫の忌避効果

シロアリによる木造住宅への被害総額は火事災害に

匹敵するとの報告もあり，あらためて潜在的被害の大

きさに驚かされる。

このシロアリに対するヒノキ精油の忌避効果を調べ

た結果，とりわけ兵蟻に対し，精油の効果は図｡lに示

すように顕著なものがあった。供試シロアリ5匹並び
ろし

に含水濾紙を入れたシャーレ4セットを用意し，さら

にこのシャーレ中にエタノールにより5倍，20倍，50

倍希釈した精油含浸濾紙をそれぞれ投入し，コントロ

ールとともに12週にわたり，シロアリの挙動を観察し

たものである。

その結果，精油の5倍希釈漁紙投入シャーレでは4

週経過後にはすべてのシロアリが絶食死してしまった。

これに比べ精油を投じないコントロールシャーレおよ

び精油の20倍，50倍希釈液含浸漉紙を投入したシャ

ーレでは,12週経過後もすべてのシロアリが生存して

いる状況が観察された。さらに，同様な実験により，

林業技術No.6231994.2



粥

表･1ヒノキ精油の大腸菌殺菌試験結果表･2ヒノキ精油の消臭効果試
S:黄色ブドウ球菌

E:大腸菌
験結果(アンモニア臭消臭）

(×|,000)

一
一
一
一
一
一
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パネリ試験品
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A→B

(＋：生青有り 一：生育なし）50

40

表･2凡例

A:1%精油50"1+1%アンモニア50"1
B:1%糖油50"1のみ

表･2評点内容

1：悪臭を感じない，2：かすかに悪臭がする，
3：少し悪臭がする，4：かなり悪臭がする，
5：対照と同じくらい悪臭がする

０
０

２

凧〃 B→A

S Ez
づ

図・2細菌に対するヒノキ精油の 1：悪臭を感じを

最小発育阻止濃度(MIC)3:少し悪臭がす
5：対照と同じく

穀物害虫であるアズキゾウムシや生活害虫であるイエ

ダニ等に対しても類似の精油の効用が確認された。

日有害菌の生育阻止効果

精油が有害細菌である大腸菌(EscherichiacoliIFO

331）・黄色ブドウ球菌(StaphylococcusaureusIFO

12732)の生育を阻害する効果について，常法により最

小発育阻止濃度(MIC)を測定した結果を図・2に示

す。その結果，黄色ブドウ球菌に対する発育脚上濃度

は12,000皿,大腸菌に対しては100,000卿であり，大

腸菌に比し，黄色ブドウ球菌に対して，より効果的に

発育阻止効果力認められた。同族のヒパ中に存するヒ

ノキチオール等に比しその効果は微弱といえるが，実

用濃度での効果の発現だけに期待が持たれる。さらに

表･1はMIC値が大きな大腸菌に対する殺菌効果を

示すQ寒天培地で培養した大腸菌体を滅菌燐酸緩衝液

中に特定数浮遊させ，この菌をヒノキの原液・2倍・

100倍希釈液中に接種し，所定時間ごとに菌の生育の

有無を確認したものである。その結果,100倍希釈液中

では大腸菌の生存が確認されたが，原液並びに2倍希

釈液中ではその生育は確認されなかったことから，使

用濃度によっては大腸菌の殺菌効果もあることが明ら

かとなった。

e)消臭効果
･号.んによう

従来より,畜産業における糞尿処理をはじめ,各種の

悪臭除去について，効果的手法の開発が望まれている。
かんが

今回こうした状況に鑑み,ヒノキ精油を用い,悪臭に対

する消臭効果について調査した｡悪臭源として,明らか

に悪臭を感じる濃度に調整した1％アンモニア水溶液

評点の平均 2.017

(糞尿臭),0.03％メチルメルカプタン水溶液(タンパク

質腐敗臭)をそれぞれ50"1準備する。それらに1%ヒ

ノキ精油の(エタノール)溶液50〃lを加えた脱脂綿入

り広口瓶を用意し(2種類の試験品1），悪臭源を加え

ない1％ヒノキ精油の(エタノール)溶液のみの対照品

（1種類の試験品2〉とのにおいの差について,10人の

臭覚正常者による官能検査に供した（評点法による)。

これらのうち，アンモニア臭を用いた消臭試験結果

を表・2に示す。試験品1（ここでのA)と試験品2(同

じくB)におけるにおいの評点間に有為な差は認めら

れず，ヒノキ精油がアンモニア臭に対して消臭効果を

有することが明らかになった。

しかしながら，表には示さなかったが，メチルメル

カプタン臭の除去に関しては試験品1および2におけ

る評点に有為な差が生じたことから，完全な消臭効果

は認められなかった。

現在，このほかの効用としてアトピー性皮膚炎緩衝

剤・健康食品等への検討も進めており，こうしたヒノ
ふ

キ精油の効用に着目した高級お手拭き・害虫忌避剤・
なんこう

空気清浄剤・消臭剤・軟膏・健康食品等の各種商品が

製造販売されるに至った。無論，類似の商品も多く，

さらなる効用の実証を進め，より有効な活用法の開発

を早急に進める必要があるものと考える。

3．色素・繊維成分の採取と利用

先の精油成分同様，廃棄樹皮中の色素・繊維成分に

ついてもその高付加価値利用法の検討を行った。写真
のれん

は作務衣・暖簾・ハンカチ・機能性和紙等であり，こ

のほかにも買い物袋・ふろしき・高級和装等が製品化

林業技術No.623199J1.2
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国産未活用木質材による製品例
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組成別培地

図･3温水抽出後のスギ樹皮を用いたヒラタケ栽
培試験結果（ヒラタケの子実体発生景比）

され，すでに全国販売に供されている商品もある。

色素の採取量は，剥皮後の生樹皮1kg当たり709

(固形染料)であり,絹あるいは綿糸2kgに濃色(黒～ブ

ラウン系）の風合いある染色を施すことが可能となっ

た。得られる染色物の性能としての退色程度(堅牢度）

は，洗濯堅牢度にあっては極めて高いものの，光に対

する堅牢度は一般草木染めと同等の値であり，今後こ

うした点を改良すれば，いっそうの需要が望まれる。

幸い原料樹皮は山元製材廃棄物として大量に存在し，

しかも色素の抽出処理が容易なため，需要量の拡大い

かんによっては工業用染色原料としても十分利用可能

であると考えられる。

また，染料採取処理時の副産物として良質の内皮繊

維が得られるため，この繊維についても風合いを生か

した強化和紙の製造が可能となり，今後さらなる風合

いの向上と各種機能性を付与した高付加価値紙の製造

力糊待されるところである。

4．残淳の利用

先に概観したように，国産未活用材中の特定成分を

取り出した残津については,精油･タンニン類の油溶・

水溶性抗菌性物質が相当量除去されている。このため

従来の堆肥化，食用キノコ類の菌床用培地等への利用

はより容易となり，生産性の向上につながる。

一例として，色素を取り出した（抽出した）スギ粉

砕樹皮を用いたヒラタケの菌床栽培結果を図・3に示

す。従来のヒラタケ栽培培地としてスギノコクズに栄

養源のフスマを所定堂添加した培地による子実体発生

麺を100としたとき，色素を抽出した樹皮を添加した

ものでは若干の発生趣の減少が認められる程度である

が，色素を抽出しない樹皮を混入した培地から得られ

る子実体発生堂は，大きく減少している状況が確認さ

れている。

5．おわりに

国産未活用木質材を有効なエコマテリアルとして着

目するとき，これを原料とした新商品開発へのコンセ

プトとその可能性は極めて多様なものが考えられる。

しかしながら新たに開発される各種製品は，生産され

る量に見合った，否，それ以上の市場がなくてはなら

ず，こうした市場の開拓に向けての川上側の対応には

まだまだ不備な点が多い。個々の製品の新たな性能評

価を進めるとともに，市場開拓に向けこれも川下側と

の息の合った協調態勢を早急に整えていきたいもので

ある。

（おおさわたかよし・静岡県志太榛原艇林事務所）
『~~~‐‐‐‐~‐~~~~..‘･‘~~..-‐~~.~‐~~~､-----‐-----‘･~-----‐‐‐‐‐.･－．．－－．．‐‐‐‐‐･‐･･･｜

販売商品に関する問い合わせ先

静岡県天竜市船明2661番地

｜天竜プレカット事業協同組合内天竜林材業振興研究会｜
代表伊藤公雄公0539-25-6311

林業技術NO.6231994.2



会員の広場

侮篭

造林者の立場からIV

路網密度600m

10～20年後の労働力の需給事

情を考えると今後の路網密度の充

実は，コストミニマムの視点より

も林内歩行という林業の特殊性解

消(労働環境の整備)の果たす役割

のほうを，より大きく考えるべき

だろうと思うようになりました。

当然のことですが，穣雪のある地

方では除雪ができる描造であるこ

とが必要です。また，並材生産の

割合の高い経営の場合ほど，経営

的に困難であっても路網投資が相

対的に大きくならなければならな

いのではないでしょうか？落合

団地には,600m/haの密度にした

部分があります(本誌昨年の7月

号,p.19の図・2の北端に位置する

部分)｡南北に走る村道からスギの

林地に入りカラマツ林内を通る部

分が，超高密度作業路網に'なりス

ギ林に通じています。路網密度が

極端に高くなれば作業がどのよう

に変化するだろうか？といったこ

とを観察しながら，この場所では，

立て木のようになっている樹齢

60～80年生の数本のアカマツと

函

こた

特集に応えて
さとうげんいち

佐藤彦一

カラマツ＋スギの二段林を育てて

います。

作業道の整備

積み込みと積み下ろしが，グラ

ップルクレーンで行える場合の作

業道上の運材費を1とすれば，人

力やウインチを用いた『木寄せ作

業費Jは10倍以上にもなります。

ミニフォワーダとトラック：グ

ラップルクレーンの装着は車両の

重心を高くします。トラックに比

較してスプリングがないミニフォ

ワーダの重心位置は低く，速度も

遅く，揺動せず安定しています。

作業道は，路面も路肩も舗装して

いませんので，落石や転石が不意

に出現することがあります。メー

I､ル当たり2,000～3,000円で作

られている作業道です。改良し3

m50cm程度まで拡幅しても，コ

ンクリート舗装しないかぎり，揺

動し重心移動が起きやすいトラッ

ク走行の安全には不安が残ります。

現地は奥羽山脈の摺曲し，複雑な

地形で傾斜している山林です。間

伐や伐採，造林と積載作業を行う

場合に，最も高能率で安全なのは

35

ミニフォワーダの運転席から直接

目視できる範囲になります。必要

なのは，安全な目視作業に適合す

る路網密度であると考えています。

平成5年も，作業路を2,000m開

設し，砕石敷は1,200mに行いま

した。

その場排水：作業道の維持で最

も怖いのは，作業道には側灘がな

いために豪雨のときや雪解けの水

が作業道を流路にして1点に集中

してしまうことです。そのために，

作業道の横断構造は谷側に少し勾

配(幅3mで約10cm以下)を付

け，雨水はその場で谷側林地に流

すようにしています。

安価な工法：作業道の整備にコ

ンクリートが使えれば問題がない

場合であっても，砕石の堂も節約

できる安価なセメント系の土壌改

良材を使うことになります。拡幅

やカーブの修正，軟弱な路肩など

を整備する場合でも，丸太組み工

法よりも，擦り減った大型トラッ

クタイヤの組積みによって，工事

費を極端に安くできる廃物利用

(現場持ち込みで1本当たり100

円程度ももらえる)の路肩整備を

行っています。

施肥による特別豪雪地帯の

省力造林技術(雪起こしなし）

特別豪雪山村に指定されている

皆瀬村でも林地肥培の方法と工法

によって，スギの成長を倍増する

ことができ，根元曲がりの危険期

間である植栽後15年間に4～5

年程度分の成長促進が可能です。

成長促進で埋雪年数が短縮し，

4～5回ほど倒伏回数が減少すれ

ば，“アテ材"の発生を防ぎ，根元

曲がり，胴曲がりを大幅に軽減で

きます。これまで25haほど雪起

こしなしで成林しましたが，林地

林業技術No.6231994.2
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肥培で埋雪年数を半分に減らすこ

とで，根I伽がりと胴曲がりを大幅

に減少させる実験をしたことにな

ります。

成長量目標と育林

枝打ちの終わる25年生までの

成長堂目標を,年平均樹高成長60

cm,平均胸高直径成長で6mm

(年輪幅3～4:mln以内)程度を

目指して各種の作業を行っていま

す。

山林では1坪ごとに変わる土壌

条件もそうですが，積雪の状況と

麓も局地的に大きく変わります。

平均欲雪3mの山林でも2mの

積雪の場所もあります。その逆の

場所もあります。その場所に見合

った肥培を行うことが，雪に強い

山林の誕生に結びつくと考えてい

ます｡植栽本数を4,500～6,000本

まで多くしたのは，①枝の太さを

調整して枝打ち効果を高めるため，

②実生苗ですので一定のバラツキ

があり，植えられた場所に適合す

るスギを選抜するため，行いまし

た。

なお,数年の間に,100年生を超

える地域の代表的美林が数箇所で

伐採されました。植えられた当時

の人工林面積は，比率にもならな

いほどわずかなものであったと思

いますが，スギノアカネトラカミ

キリの食害の後遺症が歴然として

いました｡枝打ちなし,間伐なしの

林業の結果であると考えています。

林地肥培と沢水の富栄養化対策

現地には小さな沢がたくさんあ

りますが，沢水を，比較的乾燥し

ている峰筋に流しています。連日

の流水ですから作業道が傷みます。

セメント系の土壌改良材を砕石と

ともに作業道に混入して耐久性を

向上させ，作業道を流路にしてい

林業技術N0.6231994.2
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灘鑿
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写真･1道を創る写真･2自力作業道

（写真提供：秋田県雄勝農林事務所林務課･土田信次氏）

ます°沢水を乾燥する尾根筋に導

き，放水することによって,スギ

の成長促進に結びつけています。

二段林の造成

全経営山林で，スギとカラマツ

の下木に数万本のホオノキやミズ

キ，キハダなどを育てています。

密度管理など誘導の方法がよけれ

ば，長期間にわたってスギと共生

する状態を作り出すことができる

と考えています。つまり，現在の

ような下木の天然更新を続ければ，

スギと有用広葉樹の共生林(混交

林)ができ，今後,新植を行わない

林業を実現できる可能性があると

考えています。

昭和26年の造林の当初から焼

畑や火入れ地栫えなどは行ってい

ません。ホオノキやミズキ，キハ

ダは，スギ林の下刈りが終わり，

裸地からうっ閉寸前の状態になり，

林地が適湿の状態になって発芽す

る.….と考えています。発芽に適

する湿度と光線の具合の調整が可

能なのは，カラマツは別として，

スギ一斉林の場合は30年生程度

まで？…と考えています。昭和47

年ごろにはヘクタール当たり150

mを超えていた細密路網から入

る斜めの光線も，発芽促進に効果

があったと考えています。したが

って，鳥も住まないような大面積

のスギの高齢林で，間伐によって

この状態を作り出すことは至難で，

綿密な観察と工夫，大胆な試行が

必要と考えています。

トチノキやコシアプラなども同

様の方法で発生します。トチノキ

は大径木でないと商品価値がなく，

成長が緩慢で林地肥培の効果も乏

しいようです。コシアブラは，カ

ラマツ林内では共生できますが，

スギ林内では形状比が極端に高く

なり，材質が軟らかいために冠雪

で倒伏する場合が多いようです。

スギ＋スギ：高校生当時植えた

スギ林の中には雪害で曲がった木

が多かったり，穴があいたりした

場所がありました。19年前,23年

生のスギ林地の50aほどの面積

で，形質の悪い木を強度に除伐し，

さらにスギの柱適寸材の大部分を

間伐して，下層にスギ3年生苗を

植えて二段林にしました。スギの



写真･3枝打ち作業写真･4スギ二段林施業地
（写真提供：秋田県雄勝農林事務所林務課･土田信次氏）

下のスギの成長は，上木との樹齢

差が少ないために密度管理が非常

に難しく，失敗したと思っていま

した。しかし，下木の秋田スギの

耐陰性が強くなかなか枯死しませ

んでした。枝打ちや間伐をすると

下木が急速に成長して林相がよく

なりました。その後，間伐収入が

経営上必要になったのと，補助金

も出るようになったので，5年前

から6.000本ほどのスギ＋スギの

二段林を作っています。

アカマツ＋スギ：22年前,落合

団地には樹齢50～200年生のアカ

マツが500本ほど自生していまし

たが，特に形質の良いものを残し

スギ3年生苗を植えました。優良

大径木でしたので二段林にして

17～24年経過しました｡作業道の

開設数年後には"盛土された場所”

にたくさんのアカマツが自生し始

め，現在,樹高5～6mになって

います｡作業道を作ってから20年

以上経過し，崩落が止まりカヤな

どが生えてきた"切土された場所”

にもアカマツの自生が広がってい

ます。17～24年生の下木のスギ

は，アカマツによる被陰効果のせ

いか，形状比が高く，年輪も密で

質も優れています。アカマツは随

時販売していまｰが,“リョウシン

号”のウインチを使い伐倒方向を

規制し，伐倒による被害をスギに

与えません。

カラマツ＋スギ：未墾地買収で

伝来の伐採できる林がほとんどな

くなり，早い収穫を期待してカラ

マツも5haほど植えました。皆

伐皆植を思い立ちましたが，当時，

20年生のカラマツの林で実行す

る見切りもつかず,18年ほど前に

スギを植えました。カラマツの枝

とスギの梢が触れ合い，二又など

の奇形が出るようになり，樹齢も

35年生になり，畜舎，工場などに

材の販路が確保できたので，スギ

を植えて15年後の昭和63年にカ

ラマツを皆伐しました。スギは上

木の皆伐によって急速に成長が早

まり，林地で伐根を見なければカ

ラマツの下の二段林であったこと

に気づかないようになり，6年後

の現在では当初からスギの一斉淋

であったかのように変わりました。
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カラマツと自生したホオノキ：

小安峡温泉付近の団地30aほど

のカラマツ林内にホオノキがたく

さん生えました。昭和61年9月，

スギを植える予定で材積で約30

％,本数で約50%のカラマツを伐

採し，枝条全面散布地栫えを行い

ました。労力的な制約で植林を行

えず放置していましたが,昭和62

年8月下旬になると,10a当たり

300本以上の実生が出ました。珍

しい状態になったので，スギの植

林を行わないで下刈りを3年続け

ました。その後もカラマツは2回

間伐し,残存しているのは300本／

ha程度です｡1()年経過し，カラマ

ツとホオノキの二段林ができてい

ます。樹高が6～7m,胸高直径

は10cm以内のホオノキが，人工

櫃俄を行ったように整然と成立し

ています。ホオノキはカラマツと

梢が触れ合い，二又などの奇形が

出るようなことも少なく，用材の

基準になる長さが2mで,奇形や

曲がりの問題も少なく相性がいい

ようです。カラマツを全部伐採す

るなど，誘導の方法が適切であれ

ば純林を作ることが可能ですが，

純林が果たして健康な山林なのか，

皆様の御教示をお願いします。

スギとミズキ：漆器の木地とな

るホオノキとコケシの材料となる

ミズキ，漢方薬の原料のキハダは，

下木としてスギやカラマツの林内

全域に残していますが，大径木に

囲まれ雪害でスギの疎林となった

30aほどの場所に特に大量のミ

ズキが自生してきました。ミズキ

は適地の選定と，苗で糾淋を作る

ことが大変難しいようです。自然

発生して増殖する状態を維持しな

がら，スギとミズキの成長の推移

を見守りたいと考えています。な

林業技術No.6231994.2
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お，キハダにもスギと同等以上の

本数が成立している小班がありま

す。

タラノキを指標にしたスギ林の

疎密の判定と冠雪害対策

昨年3月に行われた豪雪地帯林

業技術開発協議会の現地検討会で，

積雪の量と雪質の変化が年々北上

しているとの報告があり，多くの

先生から，形状比が高すぎて，現

状の管理状態を続けると大規模な

冠雪害を招くおそれがあると指摘

されました。数万本のタラノキが，

まんべんなく全山林に自生してい

ますので，スギの密度が高くなっ

てタラノキが枯死し消滅しないよ

うに密度管理を行えば，冠雪害に

強いスギ林を維持できるのではな

いかと考えています。ホオノキや

ミズキ，キハダや自生している山

ワサビなどよりも，突然消滅する

タラノキのほうが耐陰性が弱いよ

うに感じます。

発芽に必要な湿度を確保するた

めの枝条全面散布とともに，ブッ

シュクリーナーによるていねいな

地栫えが必要ですが，ホオノキも

ミズキもキハダも，いずれもが幼

生の時代に判別できる特殊な形状

を持っていますから，下刈り，除

伐などの作業時にスギと同等の手

入れを行い，ときに隣接するスギ

を除間伐したりするなどの方法と，

作業員の愛情に満ちた管理で，今

後も増殖が十分に可能と考えてい

ます。

＊＊＊

西歴2050年,100～150年生に

なったスギ，点在する200年生を

超える巨木のアカマツ，群生する

50～70年生のホオノキ・ミズキ・

キハダなど。路網は30～40m間

隔で散策に適するように整備され，

芳香を発するクロモジなどが密生
くわ

している。50年以上も鍬を使わ

ず，スギの収穫を繰り返しながら，

自然植生を生かして誘導していく

山林の未来の姿を，このように夢

見ています。皆伐皆植の方法では

なく，長い長い時間を費やし，地

域や子供たちや孫たちに引き継が

れ，受け継がれた，静かな育林思

想の最終的に到達した姿です。

（農林家・秋田県皆瀬村在住）

財団法人森とむらの会創立10周年記念

自然と人間･ドキュメンタリー

懸賞作品募集
ドキュメンタリーとは，人間の生きる姿を事実に基づいて記述した文芸作品のことです。

作品の対象となる分野はさまざまですが，今回の募集では人間の営みが自然を破壊してい

る一方で，自然の大切さを認識して，「自然と人間｣が共生できる社会をつくるために，真
剣に努力している人間（集団を含む）の生き方を，事実に即して人間性豊かに記述した作
品を求めています。

自分の体験はいうまでもなく，現代に生きる人物，さらには事実の掘り起こしによる歴
史上の人物でも結構です。その生き方が，わたしたちに感動を与えてくれる素晴らしい作
品を期待しています。

作品提出上の留意点

＊応募作品は，最初のページに①タイトル②氏名(ふりがな）③ペンネーム(希望者
のみ，ふりがな）④生年月日⑤性別⑥住所（郵便番号）⑦連絡先電話番号⑧職業
を明記してください。

＊原稿用紙は,B4サイズ・400字詰め，またはB5サイズ･200字詰めのものを使用し
てください。ワープロでの応募も受け付けます。
＊応募作品は，全体を右側で綴じてください。＊応募作品は返却しません

応募受付締切り

お問合せ先

林業技術No.6231994.2

平成6年8月31日（当日消印有効）発表：平成6年10月

〒101東京都千代田区神田小川町3－4

財団法人森とむらの会丑03-3291-4550
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林 業関係行事 一覧

2 月

行事名 期間 主催団体・会場・行珊内容等

1 1

央|隷識蕊源利闇先端技2，

岡|勢闇騨ﾐｯﾄ&ｼﾝボ'2．1，

馬｜流域交流シンポジウム’2．18

京｜東京の林業家と語る会1I1I2.26～27

央『森と海と大地のDEvAN12.27DA展'94」

行事名 期間

阪||鵲糊kWYSHOW'94
3.11～13

3

森林・木質資源利用先端技術推進協議会会長・林大九郎（東京都中
央区八丁堀3-5-8京柵第2長岡ピル7F,a03-3206-3046)。木材会
館。

三遠南信サミット＆シンポジウム'94実行委員会委員長,浜松市企画係
長･袴田哲郎(静岡県浜松市元城町103-2浜松市役所企画課内，盆()53
-457-2241)。グランドホテル浜松（浜松市束伊場1-3-1,壷053-452-
2111)｡林野庁をはじめ5省庁の三遠南信地域整備計画の策定を契機と
して，三遠南信圏域の一体的な振興開発を図るため，行政，産業界が
一堂に会し，整備計画の具体的な推進方策を模索するとともに圏域の
共通認識と一体感の醸成を図ることを目的とする

国土庁。高崎市文化会館（商崎市末広町23番地l)。流域における水
を通じた共同体としての理解を深めるため，流域の森林管理，水質の
保全等流域全体として考えなければならない事項をテーマにシンポジ
ウムを開催する

東京の林業家と語る会実行委員会（〒178東京都練馬区束大泉2-15-
51,羽鳥孝明,s033867-4757)｡五日市町焚沢センター｡テーマ8｢伝
統産業と林業の現状｣。参加申込締切2月16日（参加饗9.000R)

DEVANDA協議会･生活クラブ生協連盟･グリーンコープ･日本リサ
イクル運動市民の会・らでいつしゆぼ一や．ほか全国の諸団体諸連盟。
東京・晴海見本市会場，西館。①環境を大切にし，生き生きとした農
林水産業を実現するための行動するネットワークの椛築，②蕊境の今
がわかる博覧会

月

主雌団体・会場・行事内容等

㈱日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会。「インテックス大阪」新6号館
(大阪市住之江区港北15-102)。トレードシヨウおよび一般PRショ
ウ，「ゆとり快適生活の提案！」をテーマに楽材，道具の展示を行
うほか,DIY新製品コンクール,DIYチャレンジ広場，グリーン
プラザ，カーメンテコーナーなどの各種催し物を実施する

＊＊＊シンポジウム開催のお知らせ＊＊＊

｢林学の中期戦略」 西歴2000年における林学像の提案一

平成6年4月3日（日）午後1時00分～3時30分

府中の森芸術劇場（東京都府中市，京王線東府中駅下車）

第1部r林学のあり方」検討委員会の最終報告
第2部「林学のあり方」への提言

末田達彦（名古屋大学)，菊沢喜八郎（北海道林試)，
石橋秀弘（岩手大学）

第3部討論

主催：日本林学会協賛：㈱日本林業技術協会

問い合わせ先：〒183束京都府中市幸町3-5-8東京農工大学農学部石橋整司丑0423（64）331］

◎ご来場をお待ちします。シンポジウム資料はご請求いただければ事前にお届けします。
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ぎり間うてみた｡「JAS品が店頭

に見当たらないが？｣，「あんな物

は仕入れたこともないし，お客さ

んにも聞かれない。第一市売市場

でも問屋でも見たことがない」と

のご託宣である。そこで「でもJ

ASは正堂品で品質面の表示も正

確なはず，取引面での信用とかさ

まざまなメリットもあるのでは

？｣，「お客は工務店，大工といっ

た玄人,JAS品とかより永年の

店の信用で買ってくれるのだから

そっちが大事」と言下に言い切ら

れる。そこでこっちも少々意地に

なり，事務所の壁に合板のサンプ

ルがぶら下がっているのを指差し

て「でも，合板，集成材といった

糊付けされているもので外見では

わからないものはJAS品のほう

が，より信用と安心を与えるので

は？」，「こうしたものはメーカー

のブランドがものを言う。皆メー

カーを指定しそれ以外にはあまり

目をくれない。ただ値段に大きな

開きがあれば別だがね｣｡こうした

農林鶏

新規開店を考える

よく耳にする"JAS",日本農

林規格というそうだがいったいど

のくらいの品目に適用されている

のだろうか。農林水産省の消費経

済課という所に聞いてみた。腱林

水産物全部で46品目，393種の規

格があり，そのうち林産物関係が

10品目,54種もの規格があるとい

う。素材，製材，集成材，合板，

床板,木炭等々，さらにこれが針・

広別やら用途別やらに細分類され

て54種になっているとのことで

ある。そこでこのJASが林産物

の流通や消費者の選択にどう役立

っているのだろうか。暇つぶしと

思って少々の付き合いを。

堅くて恐縮だがここで「農林物

資の規格化及び品質表示の適正化

に関する法律」第1条を読むこと

にする。「(法律の目的）この法律

は，適正かつ合理的な農林物資の

規格を制定し，これを普及させる

ことによって，農林物資の品質の

改善，生産の合理化，取引の単純

公正化及び使用又は消費の合理化

を図るとともに，農林物資の品質

に関する適正な表示を行なわせる

ことによって一般消費者の選択に

資し，もって公共の福祉の増進に

資することを目的とする」とある。

まことにご立派，崇高な理念であ

ります。

先日，日曜大工の材料を求める

用があって近所で顔見知りの材木

店に行き店主と木材の話を交わし

た折，ふとJASのことが頭をよ

わが国の林業機械化の歴史は，

今から100年以上も前の明治中期

の木材の鉄道運搬に始まる（第1

期)。第2期は,第2次世界大戦後

に導入されたチェーンソーによる

伐木造材作業，集材機，トラクタ

による集運材作業といった素材生

産の作業システムの確立とともに，

今でいう在来型機械の普及が進ん

できた段階であり，現在はプロセ

ッサ，ハーベスタ，スキッダとい

った，いわゆる高性能林業機械が

導入されつつある第3期の機械化

の段階といえるだろう。

図は，民有林における高性能林

業機械の導入の推移であるが，平

成時代に入り急速に普及してきて

いる。地域別では当初は北海道が

そのほとんどを占めていたが，平

成3年度以降九州や東北地方のシ

ェアも拡大してきている。これは，

導入が進む高性能林業機械瀞潔誰に葬る日本の林業’

高性能林業機械の普及状況の推移（民有林）

台
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資料：林野庁業務資料
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やり取りからはJAS制度の崇

高な理念は別の世界の話と聞こ

えるのである。そこでこれはな

ぜだろうとの自問自答。

JASの立つ基盤，本流は加

工食品である。食品は小売店で

主婦と直結している商品である

ため，外観ではわかりにくい使

用材料，添加物，製造日，堂な

どが明示されているJAS品が

商品選択の大きな目安となる。

一方林産物は，建築物や木工品

の原材料であってプロの手で再

加工されることから，現行JA

S制度の中ではどうしてもなじ

みにくい。ここが関係者が必死

に相撲を取っても独り相撲に終
Iりえん

わっている所以ではと。ならば

どうするかって。お手本にはJ

IS(日本工業規格）がある。

JISの仲間となるを潔しとし

ないなら林業版のJISを店開

きしてはと常々思い続けている

のであります。賛同者はこの指

とまれ。

Iirこだ壹川

美しい 観
二
塁

以前，北イタリアのトスカー

ナ地方へ旅したとき，当地に広

がる独侍の丘陵地に昔のままの

姿で残された数々の美しい町を

見て，いたく感動させられたこ

とがある。どの町も，城壁に囲

まれ，教会の高い塔，軒を重ね

たシエナ色（トスカーナ地方，

シエナの町の色に由来する色で，

オレンジとピンクを混ぜたよう

な美しい色）の美しい建物を持

っていることが特徴であ．たが，

町を取り囲む，深緑の糸杉とグ

レーの農地によって，その景観

の美しさが際だっていた。また，

単なる文化財ではなく，市場や

学校がある，人々の生活の匂い

のする活気のある町であること

も印象的であった。

同時に日本にも，このような

中世の町，せめて明治の町が

人蕊の暮らしとともに残されて

いればと，非常に残念に思った

ものである。もともと，建築に

興味があったこともあるが，こ

のときほど町並み景観の美しさ

を感じたことはなかった。

日本の町並み景観は，保存さ

れている場所が限られ，本来町

並み景観を形成する重要な因子

であるはずの周辺の森林や農地

などが保全されていない場合や

保全されていても従来の施業や

耕作が行われていない場合，町

並みは保存されてはいても人が

住んでいない場合や観光地化さ

れすぎて生活感がない場合が多

い。このため，生き生きとした

満足のできる景観となっていな

いことが残念である。

しかし，日本でも，伝統的な

景観を持っている集落・町並み

として600地区がリストアップ

され，すでに法的保全も好まし

い方向で進み始めている（長野

県楢川村奈良井など文化財保護

法に基づく重要伝統的建造物保

存地区は34地区)。これらの動

きに対応するためには，森林や

農地などの適切な保全を図り，

町並みだけではなく，周辺の環

境も保全することによって，景

観全体の保全を図ることが重要

となってきていると痛感する。

わが森林法においても，風致

保安林というすばらしい制度が

用意されている。美しい日本の

町並み景観の再生を願う。

（色鉛筆）

肉ゆ

台風被害木の処理がきっかけとな

ったものであるが,奇しくも第2期

の機械化の際,北海道を襲った洞爺

丸台風によるおびただしい量の風倒

木を処理するために機械化が進ん

だのと似たような構図となっている。

林業機械化の先進国である北欧

・北米では，大型林業専用機械の

開発，導入力推められてきた結果，

わずか20年ほどで生産性は飛躍

的（数倍）に向上し，労働災害も

大幅に減少している。また，機械

化による素材生産費の安さは，米

ツガなど外材の価格競争力を高め

る主因にもなっている。

わが国においても，機械と路網

の整備等を組み合わせた効率的な

林内作業システムの開発等を行い，

高性能林業機械の導入がスムーズ

に進むような体制を整備していく

ことが重要であるといえる。 (この欄は編集委員が担当しています）
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ﾐｰﾐ隼副玲ﾐ隼……亀幸ﾐ隼旦今也…

チャーショックに出会うと，人は
ろうばい

だれでも狼狽します。が，そこで

自分の殻に閉じこもってしまって

はいけません。殻に閉じこもって
さげず

相手を蔑むことで自分を守ろうと

する，これほど，はたで見ていて

哀れなものはないんですよ。

日本で白のものを黒，と言われ

た。そこには，日本の白が黒にな

芝正己の5時からセミナー2

旅に出るあなたへ

ドイツに滞在していたころ，や

たらに日本の大学生の旅行者に出

ドイツの工業力で釣り銭の出る切

符販売機や自動販売機が作れない

らざるを得なかった必然性が必ず

存在します。黒としなければ使え

なかった，生きてゆけなかった理

由は何なのか。それを考えてぐだ

さい，そこまで考えてから見てく

ださい。その国の自然環境や長い

長い歴史や宗教観や経済状況など，

会いました。たくさんの経験を大

切に持って帰った若者も，もちろ

ん大勢いたことでしょうが,「ヨー

ロッパは古くて退屈な街だし，日

本のほうがよっぽどいい」と言い

残して帰った若者もたくさんいた

のも事実です。けれども，ちょっ

と待ってください。その「古くて

退屈な」とはr何が」なんでしょ

うか一・すると彼らは言います，

｢日曜には店は閉まるし,自動販売

機はないわ，切符を買っても機械

から釣り銭は出ないわ……」

バカを言ってはいけません｡あの

わけはないじゃありませんか。ド

イツ人は｢できない｣のではなくて

「作りたくない｣のです→ではなぜ，

彼らは作りたくないのだろう。そ

のことを,退屈がって帰国していっ

た若者は気付いていたでしょうか。

私はドイツが好きです。良いと

ころも悪いところも含めて大切に

したい国なのです。けれども，そ

うした個人的嗜好を抜きに考えて

も，彼らの目は何を見ていたのだ

ろうと思ってしまうのです。

今までの常識が通用しなくなる，

価値観がひつくり返るようなカル

目…曇…ユー動a雫傘‐…………今q~

…
…

その理由を探るヒントはあちこち

に散らばっているはずですね。相

手の主義主張のバックグラウンド

がわかったとき，相手に対する恐

れの感情や嫌悪の感情はr理解」

を通して「親しみ土へと変わって

ゆくことでしょう。

季今ミー今&今q学鈴&幸､琴､今…曇Q今日垂､隼罰

近年，地球レベルの問題から，

身近な地域レベルの間題にいたる

まで，多種多様な環境問題が社会

の高い関心を集めている。しかも

その多くの問題は森林・林業の問

題とも深くかかわっており，森林

に対する社会の期待はこれまでに

なく高まっている。

高度経済の発展に当たって，都

市の開発・拡大に伴う都市内外の

森林の減少･劣化は著しく，“環境

林”への期待もこうした背景の下

で生じている。都市周辺にあって

保健休誕等の機能が高く，都市の

生活環境の保全に貢献する“環境

林”の重要性については，市民間

にも広く認識されてきている。

環境林の目的・内容は地域地域

によっても複雑に変化するので，

環境林の整備と維持管理の理論と

技術を確立し，現場に定着させる

ことが強く望まれており，本書の

発行もこの要望にそったものとい

える。

本書は近年環境林整備事業を精

力的に進めている林野庁の監修に

より，環境林整備検討委員会の編

集によってまとめられている。執

筆者は藤森隆郎（森林総合研究

所)，重松敏則（大阪府立大)，高

木勝久(日本林業技術協会)，斉藤

秀生（自然環境研究センター）の

4氏である。いずれも環境林整備

の理論と技術について豊富な経験

と実績を持つ方瘤であり，最良の

執筆陣といえよう。

本書は7章に分かれる。I章(は

じめに)，Ⅱ章(環境林の役割とあ

りかた）において，環境林を取り

巻く社会的背景や環境林の定義

目的，役割そして整備上の課題等

について基本的な検討と整理を行

っている。ⅡI章（整備計画のたて

方),Ⅳ章(整備の基本と技術手法）

塞刈語脈；
'‘t･:．:．騨織辮鐸蝉:$.:．:..:｡:

環境林整備械討委員会編

環境林の

整備と保全
蹴蝋1脚璽侮と雌守
hー、

発行：日本造林協会

〒101東京都千代田区内神田1-1-12
念03(3294)9719

平成5年9月30日発行
B5判,151頁

定価3,000円（本体2.913円）
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宰迦隼迅李李今＆毎ﾐ隼邑今殉奉幸迅幸､尋一

山を専門にしている人たち，

専門にしようと思っている人た

ち,､山へ入ってみてください。

山の空気をもっともっと吸って

みてください。木に触れてみま

しょう，土を握りしめてみませ

んか。山での生活を生業として

いる人たちと語り合ってくださ

い，酒を酌み交してください。

そして，山と自身が対話できる

ほどになりたいものです。

相手を知ろうとする努力もな

しに，相手を意のままに動かそ
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林政拾遺抄

森林文化圏(中央中国産地）
うとするのは傲慢というもので
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す。書物を通じてしか山を知ら

ない，ということにゆめゆめな

らぬよう，我々も自戒しなけれ

ばなりません。

卒論を終えたら海外旅行でも，

と考えているあなた／せっか

く注ぎ込むバイト代が無駄にな

らない旅をしてくれることを願

っていますよ〃

資材としての燃料を永続的に生關
産するために順繰りに切る伐採＃
方法を採用して森林の破壊を防；｜
いでいたり，タタラ流しの水を｜|||｜
守る水源林を大切に保護していM
たなど,森林が果たす生産･保囎

ロ財

全の機能を人間がどんなに大切圏
顕

にしたかの事実を明らかにし，呂
画

その視点から森林をこの地域の§
自然，歴史,文化,産業等の研冒
究や教育の場として活用できる§
ように整備する，こんな具体的胃
な方向性もこのプロジェクトは§
持っているのである。弓
2つの県が共同で，かつ県域；
を超えて，かけがえのない森林§
をどう未来へ伝えていくか，環＃
境の保全を図りながら森林をど||＃
う活用していくか，の世界史的＃

血

な課題を行政のテーマとしたこ：
晦日

との意義は極めて高い。古代か閨
蛎

ら受け継いだ森林と共生する文閏
化(森林文化）を未来の指針と閨
して再び確立し，それを広く世昌
界の国々へ発信しようというこ目
のプロジェクトは，今後の林政員
改革の1つのモデルを示したと旨
いうことができる。森林文化思冒
想(理念）を具体化した事業の冒

呂
着実な前進を期待する。”

（筒井辿夫）§
呂
揮

冒薑重畳諾諏賑詑ロ”叩叩叩叩叩叩血ロ叩瞳

平成5年11月，広島･島根の

両県にまたがる中央中国山地を

対象とする,｢森林文化圏整備構

想」が公表された。この構想は，

中央中国山地の森林文化資源を，

県域を超えた一大プロジェクト

事業によって活性化しようとす

る計画を持つもので,｢中国山地

特有の自然・文化・歴史・風土

を生かして，うるおいのある，

勢いのある，美しい地域を造り，

森との新たな共生の姿を確立し，

次代へ，そして世界への発信基

地とする」といった理念の下に

組み立てられた椛想である。大

きな夢と限りない展望を持つ，

おそらく全国初めての壮大な事

業であろう。

この購想の中で中国山地の資

源の特徴として挙げているのは，

｢神話のふるさと｣,｢伝統的なタ

タラ製鉄の舞台｣，「県域を超え

て形成されている共通の生活文

化｣，「成熟しつつある森林資

源｣，「すべてが里山」等，9つ

の点で，これらの地域資源の特

徴を生かしながら「森林文化

圏｣,つまり森林と人間が溶け合

う社会システムを持つ圏域とし
て整備しようというのである。

一例を挙げれば，タタラ生産
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ではさらに具体的な問題について，

実例を交じえて解説している。特

にV章（生物環境の保全）では最

近問題の多い野生生物保護と環境

林整備との関連を詳しく述べてい

る。Ⅵ章（施設整備の理論と手

法)，Ⅶ章(保全と持続的活用のた

めの管理運営）では実際の事例を

多く引用して解説し，特に環境林

の活用や運営への市民参加を促す

活動の実例に触れている。

分担執筆では，しばしば全体の

統一を欠く例を見るが，本書では

全体を通じて体系的に記述されて

おり，また記述も簡明で実際的で

あり，整備のマニュアルとして活

用でき，環境林の行政マンや技術

者，さらには環境林に関心を持つ

市民の方々にも広く役立つものと

いえる。

(峰屋欣二・日本林業技術協会

技術指導役）
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森林保護自然保護，環境保護

一アンティテーゼか類概念

か？－

日本大学農獣医学部岩田隆太郎

森林科学No.8

1993年6月pl～11

（1）「森林保護｣，(2)「自然保

調，(3)｢景観保謹または｢景観

保全｣，(4)「環境保護」または「環

境保全｣，(5)｢希少種保護」または

｢希少種保存｣，そしてこれらとは

同日に論じえないが社会的影響力

ゆえに無視できないものとして，

(6)「動物愛護」の6つの「概念」

(あるいは「立場｣）を取り上げ，

これらにつきその個々の性質・対

象・目的，産業との関連，林学と

の関連，生物資源学（総合農学）

との関連，宗教との関連，相互の

相違点・関連・相性を中心に，林

学者・応用昆虫学者の立場から考

え方の整理を試みたものである。

これらの諸概念群はそもそもの

成立起源を異にする異質のものが

含まれ，それが昨今の環境問題の

クローズアップによって，特に意

識されることのないまま，マスコ

ミが中心となってないまぜにされ，

混同され，融合されつつあるもの

である。大局的にはそれらの融合

と統合は望ましいことではあるが，

その融合の際，互いに異質である

がゆえに生ずる諸概念間の矛盾点

を指摘する作業は，その矛盾の克

服と止揚による概念の統合には不

可欠である。そのために，これら

諸概念の起源に基づく特徴を個々

にチェックすることとしている。

林業技術No.6231994.2

林業・林産業と税金

林野庁企画課

林野時報第40巻1号

1993年4月p.2～24

山林を保有したり，先代から山

林を引き継いだときや，その山林

を伐採，譲渡した場合には，相続

税の発生や山林所得の発生などに

よる税金について，避けて通れな

いので適切に対処していかなけれ

ばならない。

また，税金は林業経営にとって

常時つきまとう事柄であり，経営

の改善と税制の活用とが表裏一体，

不可分の関係にあるといえる。

森林・林業に関係している税金

は，一般の課税対象と比較して，

立木の生産期間の超長期性，森林

の持つ公益的機能の発揮等林業経

営の特性および森林施業計画制度，

保安林制度等の林業政策推進のた

め，税制上，各種の特例措置が講

じられている。

一般に税制といえば，難解複雑
らく

であるという烙印を押されがちで

あるが，本号において，林業・林

産業経営にとって，深いかかわり

合いを持っている所得税，相続税，

土地税制，企業税制を主に，各税

目の内容・仕組みと林業関係の特

例措置の創設趣旨，適用要件等に

ついて，平成5年度の税制改正事

項を含めて，平易に解説したもの

である。

森林レクリエーションに対す

る森林所有者と都市域住民の

意識一多良岳周辺森林に関す

るアンケート調査から－

長崎県総合農林試験場松本正彦

林業経済No.539

1993年9月p.9～15

長引く林業不況と山村の衰退が

進む一方，レクリエーションの場

を求めての都市域住民の森林・山

村地域への入り込みは増加の一途

をたどっている。

長崎・佐賀両県にまたがる多良

岳周辺地域の森林においても，地

方自治体あるいは民間デベロッパ

ーによるリゾート開発が進んでお

り，この傾向は現在開発力謹めら

れている広域基幹林道多良岳横断

線の開通によりさらに強まるもの

と予想される。

そこで今後の当地域の森林の総

合的利用を進めるに当たっての基

礎資料とするため，今回，森林レ

クリエーションに対する森林所有

者および都市域住民の意向調査を

実施した。本報告は，このアンケ

ート調査結果を取りまとめたもの

である。

林業経営に関する担い手層の

意向調査

農林水産省統計調査部

林業同友第358号

平成5年7月p17～26

平成4年9月に実施された「林

業経営に関する担い手層の意向調

査」の結果がこのほど公表された。

この調査報告は，「林家調査

編｣，「造林及び素材生産業者編｣，

および「山林管理者調査編」の3

編より成っており，調査対象は，



林家については1990年世界農林

業センサスの林業事業体調査にお

ける林家のうち，保有山林面積が

20ha以上でかつ林業が主業の林

家の中から選定し，また，造林業

者,素材生産業者および山林管理

者については90年センサスの林

業地域調査において設定した「主

要林業地域」（全国88地域）に所

在する造林業者，素材生産業者お

よび山林管理者の中から中庸な事

業体を選定した，とされる。

ここでは，その報告書の数表，

グラフ等は省略し，本文のみを紹

介している。

森林の水資源保全機能の正し

い理解のために

東京大学名誉教授山口伊佐夫

山林No.1312

1993年9月p.2～13

自然科学の一部門に山地水文学

(森林水文学)がある。この中で森

林の水文的機能論が展開されてき

たことはもちろんであるが，また

一方，森林の水文的効果に対する

疑念も一部に提示されている。た

だ，共通して言えることは森林有

効論では概して小流域において織

密な水文観測を実施し，有林，無

林双方の比較試験による結論を中

心として，疑念論は日本の寡雨地

帯での異常気象後の各種社会反応，

およびアメリカ西部寡雨地帯サン

ディマス試験結果を代表とするア

メリカ水文学，また不確かな降水，

流量データに基づくものが多かっ

た。つまり，双方とも定性的論議

の枠を出るものではなかった。

ことほどさように森林の水文的

効果に対する見解は，虚像，実像

が提示されているが，いずれにし

ても森林の機能を効果として評価

するのに日本国土の風土特性を無

視して論議しているところに，虚

実の岐点が生じたものと思われる。

山地水文学も，近年広範囲な観

測データおよび解析方法が日を追

って充実しつつある。そして統計

比較論から物理的現象総合の解析

へ前進しつつある。つまり，水文

解析に流域の地形，地質，森林要

素を数値表現モデル化し，降水要

件をインプットすることにより流

域挙動の推算が同晴畠となり，森林

の絶対評価が可能になってきたの

である。

本稿は，これらの解析結果を参

考に日本における森林の公益的効

果を検証していくものである。

森林内融雪の熱収支モデルに

よる検討

東北大学理学部山崎剛

森林立地35－1

1993年6月p.3～8

熱収支法は，地表面に出入りす

るエネルギーを地表面の状態（例

えば，森林の有無や密度，積雪の

有無や状態）によってパラメータ

化しておき，与えられた気象条件

のとき，どのような熱や水の交換

が大気と地表面の間で行われるか

を算定する手法である。この手法

ではエネルギーの変換の形態が求

められるため，融雪や蒸発散量な

どが計算される。また，ほかの経

験的な融雪量，蒸発散量の推定方

法と異なり，森林の伐採などの地

表面の改変や気象条件の変化によ

って，どのような応答が起こるか

を推定することも可能であり，汎

用性の高い手法である。

最近，日本では森林内の融雪を

熱収支的にとらえる研究が盛んに

行われるようになってきた。この

流れは融雪という現象を考えると

き，日本は穣雪地帯の多くが森林

45

に覆われていることから当然のこ

とともいえる。

本稿では森林や積雪の熱収支モ

デルを用いて，森林内の融雪量を

求める方法，簡便化した融雪推定

法を紹介している。続いて，これ

らの方法によって求めた森林内の

融雪量の森林密度や，気象条件に

対する依存性について述べ，最後

に葉の局在の問題を考察している。

現場接着接合部に安定した性

能を期待するために

森林総合研究所井上明正

木材工業48－9

1993年9月p.410～416

接着接合の最も大きなメリット

は，接着面全体に応力を分散緩和

でき，強度および剛性の高い接合

部が得られることである。このよ

うなメリットは，釘およびボルト

等の接合金物による接合法では得

られない。特に，金物による接合

に比べて，接着接合では初期剛性

を著しく大きくすることが可能で

ある。接着接合のようなメリット

は，すでに椛造用合板および構造

用集成材等のいわゆるエンジニア

リングウッドに生かされており，

接着接合法は木材を有効利用する

ための不可欠な技術となっている。

強度性能の優れた接合が可能な

接着接合法を，建築現場において

も適用することができれば，接合

部および建築物の強度および剛性

の向上が期待でき，さらには材料

の節約および木材の有効利用にも

つながる。

ここでは，安定した接着性能を

現場接着により得るためにはどう

すればよいのか，さらには構造的

性能が期待できる接合部を現場接

着により実現するためにどうすれ

ばよいのかについて考察している。
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第41回森林｡林業写真コンクール作品募集要領
題材

作品

応募資格と
応募点数

記載事項

林業技術（育苗･植栽･保育･木材生産･木材利用など),森林（森林の景観･環境保全･森林動植
物の生態･森林被害など),農山村(生活･風景など),緑化,森林レクリエーションなど。

1枚写真（四ツ切りとし,組写真は含みません)。モノクロの部・カラーの部に分けます。

応募者は職業写真家でないこと。なお，作品は自作に限ります。応募点数は制限しません。

注意事項

締切

送り先

作品の帰属
およびネガ
の提出

審査と
発表

表彰

｡①題名，②撮影者名（郵便番号・住所・氏名・年齢・職業・電話番号)，③内容説明，④撮影
場所，⑤撮影年月日，⑥撮影データ（カメラ・レンズ・絞り・シャッタースピード・フィル

ム）等を記入してください。

･労働安全衛生法令に定める安全基準に適合するものを応募してください。例えば，伐木作業
等に保護帽を着用していない作品などは入選できません。

･平成6年3月31日（当日消印有効）

･〒102束京都千代田区六番町7日本林業技術協会r第41回森林・林業写真コンクー
ル」係

･入賞作品の版権は主催者に属し，応募作品は返却しません。作品のネガ・スライドは，入賞
発表と同時に提出していただきます。

審査は平成6年4月上旬に行い，入選者は会誌「林業技術」5月号に発表します。作品の公

開は随時，同誌上等で行う予定です。

モノクロの部・カラーの部ともに，特選各1点，一席各1点，二席各3点，三席各10点,佳作

各20点を予定しています。なお，三席までの入賞者には副賞を贈呈します。同一者が2点以

上入選した場合は，席位はつけますが，賞金副賞は高位の1点のみとします。

主催／㈱日本林業技術協会後援／林野庁
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・・協会の-うごき
■ ’

◎海外出張

○1/12～2/10，下川課長代理を

マレーシア国北部サバ州造林計

画実施調査のため，同国に派遣

した。

○1/18～29,小林常勤顧問を寧夏

省森林保護調査のため，中国に

派遣した。

○1/18～2/21，浅香国際事業部

次長をチリ国半乾燥地施工監理

のため，同国に派遣した。

○1/23～30，伏見理事･宮部技師

をインドネシア関連業務事前調

整のため，同国に派遣した。

◎林業技術者問題懇談会(第2回）

開催

林業技術者問題に関する懇談会

を次のとおり開催した。

日時：1/12，13：30～17：30

場所：当協会会議室

議題：林業技術者問題について

林業技術No.6231994.2

(報告者案について意見交換）

出席者：太田猛彦氏ほか22名

◎林業技士スクーリング研修

1/17～21,麻布グリーン会館に

おいて，林業経営部門の研修を林

野庁計画課課長補佐岩田茂樹氏ほ

か9名を講師として実施した。

◎職員研修（新規採用者等）

1/11～14,日林協新規採用職員

等（7名）を対象として，当協会

会議室および現地（高尾）におい

て「空中写真判読について」の研

修を渡辺理事，望月次長を講師と

して実施した。

◎調査研究部関係業務

1/21,第2回ハハジマメグロ保

護管理対策調査委員会および第2

回アカギ繁殖抑制対策調査委員会

を当協会にて開催した。

1/19,第2回21森づくり委員会

を秋田県林業技術センターにて開

催した。

◎番町クラブ1月例会

1/28,当協会会議室において環

境庁野生生物課長喜夛弘氏を講

師として「人と野生生物との共存

を求めて」と題する講演を行った。

◎会員配布図書のお知らせ

平成5年度の会員配布図書は，

『森の動物の100不思議』です。会

員の皆様には，今月の下旬にお届

けできる見込みです。
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作業道の計画から作設､維持管理までを分かりやすく映像化し解説。

技 術 ビデオ百 聞は一 見 の

林業を,活性化し､森林を守る全ての人達へ
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m‘、、、幹線林道から枝分かれして作設する作業道は､人手不足や高
JW

T

，‘，〃議職深刻な地域林業の効率化､機械化安全化をはかるため
ｉ
蝿
や
蝉

､に重要芯道で衝｡また､ポスト･ウルグアイ･ラウンド対策とし
----『、

て輸入木材に対する国内林業の競争力を向上させ､国産材の

安定供給体制を確立するためにも､作業道による林内路網整

工

作業道の整備
U･道を考える2．道をつくる3．道をまもる

且

全8劃ｾｯﾄ弓/60分昨業道の手引き書付)定価90,000円(消費税込）

※平成6隼3月15日までに軍淺文輌に限り櫛I郡75,000円(消費税込）止

竃嚢函正一

T107束京都港区赫1-引言著鯛塁蝋5Fax.OB(3587)47泊
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ﾋﾍの取組流域 活州 事例集林業 み
露I騨調K､“u鰯
一一ｰ◆&一ーU←

管理ｼ久暴ﾑの確立に向けて流域

監修：林野庁計画課/編集：流域管理システム研究会
A5判/136頁/定価1,854円(税込)/〒310

盟＝印｡

現在，我が国の森林・林業をめぐる状況は，材価の低

迷，担い手の高齢化・減少など依然として厳しい撫胤を
呈しており、非職に厳しいものであります。

一方，森林は木材の生産のみならず，侭I土の保全，水

資源のかん養など様々な公益的機能を有しており，その

発揮に対する国民の要請も高度化・多様化してきている
状況にあります。

このような中，「緑と水」の源泉である多様な森林の

整備とr国産材時代」を実現するための林業生産，加工，

流通における条件整備を図るために「森林の流域管理シ

(｢発刊にあたって」より抜粋）

ステム」の確立が大き唾林政の政策課題となっています。

本書は，他の流域に先行して，流域管理システムの推

進にむけた取組みがなされ，今後同システムの確立を図

ろうとする流域の参考に責すると思われる事例を集めた

ものであります。

本書城各地域において森林・林業関係者をはじめと

して多くの方々に広く活用され，森林の流域管理システ
ムの確立を図る上で広く皆様の参考に唾れぱ幸いと期待

しております。

林野庁計画課長
流域管理システム推准宰濤 伴次雄

「新版森林計画の実務’
菫
一
一

一
一一

保
，林 の

森林計画制度研究会編
A5判/592頁/定価4,944円(税込)/〒380

平成3年4月に舗荊法の一葡唾が行われ、今後は流域を4鉢的単位

賑，と獺(騨蕊談職蔚鰐綴;縦鵬し息
新の内容の6とに改訂出版したものである。

林野庁監修
A5判/496頁ﾒ定価3,914円(税込)/〒380

保安林は，国土の保全水演源のかん養自然環境の保全･形成等の
目的を達成するために,特にこれらの機能毒騨きせる必要のある森
林を指定しているものである。木撚は,I%謹休の趣旨，内容及び運用
の実際について理解されることを願い，最新の内容のもと改定出腿

[熱帯雨林]総論
ホイツトモア[著］熊崎実十小林繁男[監訳］4944円(税込）
熱柵I:lii林にIMIする蕊礎知識をこの一||1に凝縮。群糾llな注と
参考文献、用鵺解説、植物と森林副産物の索ﾘl.#11文索ﾘ|、
英文索ﾘl等を巻末に付した、本格的な参:誉盤。
IQ林業技術評＝熱帯雨林へのさまざまなアプローチを,旅し

ている。↓､ずれも熱幣林研究のホットな話題である。

環境の経済評価ﾃｸﾆｯｸ
アジアにおけるケーススタディ

ディクソン＋ハフシュミット[編］長谷川弘[訳］
入門書『環境はいくらか』では紹介しきれな力,った、バリエ
ーションに富んだ環境の経済評価方法のすべてを、対列に
基づ↓､て詳し〈解説する、実用的ワークブック。巻末には、
詳細な用語集と索引を付した。3914円(税込）

|’ 一一

[国際開発論]入門環境はいくらかわかりやすい日本版ﾚﾂドデｰﾀプｯｸ
滅びゆく日本の植物50種性民参加による開発の理論と実践環境の経済評価人門C2刷

オークレー[編著］◎新刊3502円(税込）デイクソンほか[著］長谷川弘[訳］岩槻邦男[編著］◎2刷2060円(税込）

勝間靖十斉藤千佳[訳］ｱジｱ開発銀行ﾚポー ﾄ｡2060円(税込）滅びゆく日本の動物50種
剛o､ILO､UNIFEM､WHO共同ﾚポーﾄ、東南ｱジｱ林産物20の謎上野俊-[編著]◎2刷2060円(税込）
世界の森林資源渡辺弘之〔箸］，854円(税込） 滅びゆく日本の昆虫50種メイサー[著］熊崎実[訳]7210円(税込）◎北海道新聞評=驚きをI誘う､博物'鯉〃

朝比奈正二郎[編著]⑨2刷2060円(税込）

饗議鑿萎蕊舞澱｡議瀬撫謬…'鯛‘鋤の"ド…奴総里山の自然をまもる森と人間の歴史井上真[著]2266円(税込）
石井実＋植田邦彦十重松敏則[著]◎新刊

燕縞蕊緋鱸鬮釧朧鱒鷲襄臘，“剛"跡蕊…,‘馴門(瀧込，自然保I潅の砿要なキーワードr!fi1l』の現

には必統の醤。2987円(税込）

[本の‘洋しい内容は総合図書目録をご参照くだ評､。総合図瞥目録は無料で郵送l,たします。ド槌宛先へご‘蒲求ください｡］
’

③築地害館 〒104束京都中央区築地2-10-12aO3-3542-3731･FAXO3-3541-5799振替東京1-19057◎ご注文は､最寄りの書店もしくは直接上記宛先へ／（発送料は一律400円て・す｡）
御．~
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⑤森林総合研究所所員82名による執筆
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●(社)日本林業技術協会編築

心森林総合研究所，都道府県林業研究機
関，鍵業環境技術研究所，大学ほか73名
による執筆

参四/六判217ページ
、定価1.200円(本体1,165円）

●(社)日本林業技術協会編集
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